
 

 

令和７年１２月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市議会予算決算委員会 

前期全体会会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇 部 市 議 会 

 





 - 1 - 

予 算 決 算 委 員 会  前 期 全 体 会  会 議 録 

 

 

１ 日  時  令和７年１２月１２日（金） 

午前１０時１４分から午前１０時５１分まで 

２ 場  所  議  場 

３ 事  件  （１）議案第９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回） 

（２）議案第９８号 令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算 

（第２回） 

（３）議案第９９号 令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２回） 

（４）議案第１００号 令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２回） 

（５）議案第１０１号 令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予 

算（第１回） 

（６）議案第１０２号 令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算 

（第１回） 

（７）議案第１０３号 令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算 

（第１回） 

（８）議案第１０４号 令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回） 

４ 出席委員（２６名） 

委 員 長  猶   克 実 君   副委員長  岩 村   誠 君 

委  員  青 谷 和 彦 君   委  員  芥 川 貴久爾 君 

委  員  浅 田   徹 君   委  員  五十嵐 仁 美 君 

委  員  射 場 博 義 君   委  員  笠 井 泰 孝 君 

委  員  唐 津 正 一 君   委  員  河 崎   運 君 

委  員  甲 谷 理 温 君   委  員  木 原 大 介 君 

委  員  鴻 池 博 之 君   委  員  志 賀 光 法 君 

委  員  重 枝 尚 治 君   委  員  城 美   暁 君 

委  員  真 宅 宣 昭 君   委  員  時 田 洋 輔 君 

委  員  新 村 秀 雄 君   委  員  西 村 享 平 君 

委  員  林   豊 廣 君   委  員  早 野   敦 君 

委  員  松 岡 伸 一 君   委  員  三 好 保 雄 君 
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委  員  山 下 則 芳 君   委  員  吉 松   剛 君 

５ 欠席委員（１名） 

        委  員  荒 川 憲 幸 君 

６ その他の出席者（１名） 

        議  長  山 下 節 子 君 

７ 説明のため出席した者 

    総合政策部 

部    長  古 林   学 君    次    長  上 田 優 作 君 

財 政 課 長  入 江 慎 一 君 

    健康福祉部 

部    長  中 村 淳 一 君 

産業経済部 

部    長  林   孝 之 君 

土木建設部 

部    長  宗 野 行 展 君 

水道局 

水道事業管理者 秋 田 浩 二 君 

８ 事務局職員出席者 

局    長  谷   寛 子 君    次    長  岩 﨑   勝 君 

議事総務課長  重 村 一 郎 君    議事調査課副課長  橋 本 佳 子 君 

議事調査係長  木 村 美 紀 君    書    記  高 木 徹 也 君 

９ 傍聴者 

１名 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午前１０時１４分開議 ─── 

委員長（猶  克実 君）  ただいまから、予算決算委員会前期全体会を開きます。 

なお、荒川委員は、欠席の旨の届出がありました。 

次に、本委員会の傍聴についてですが、申込みはありません。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  初めに、前期全体会の審査日程（案）についてお諮りします。 

  本日の審査は、お手元の日程（案）に従って進めたいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（猶  克実 君）  御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

それでは、本委員会に付託されました補正予算議案第９７号から第１０４号までの８件を一括

議題とします。 

各議案について、執行部から、順次概要説明を求めます。 

まず、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）について、概要説明を求め

ます。 

古林総合政策部長。座ったまま説明をお願いします。 

執行部  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）の説明に入ります。お

手元に配付しております参考資料に沿って、その内容を御説明いたします。 

 ２ページをお開きください。今回の補正は、一般会計全体で歳入・歳出それぞれ２８億２，４

９６万８，０００円を増額し、補正後の予算総額を８１８億９，４３２万１，０００円とするも

のです。 

最初に、款別の補正状況について主なものを御説明いたします。 

まず、歳入でございますが、表の中段、地方交付税は、特別交付税を補正の財源として３億円

増額しています。その４行下の国庫支出金、そのもう一つ下の県支出金については、先日１１月

１８日の予算決算委員会で御説明させていただいた常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業の国庫

補助の追加要望を行うため、令和８年度の事業費を前倒すほか、障害者福祉費などの増加に合わ

せ、それぞれ１０億９１７万２，０００円、１億２，８０８万２，０００円増額するものです。

県支出金の３行下を御覧ください。繰入金でございますが、財政調整基金繰入金の増額のほか、

合併特例基金繰入金等の充当事業の実施見込みに合わせた補正により５億８，０２９万３，００

０円の増額をしています。 

続いて、３ページの歳出について御説明いたします。上から２行目の総務費につきましては、

職員給与費等経費など１億１，１３４万７，０００円を増額するものです。その下の民生費は、

自立支援給付経費や障害児すくすく療育推進経費の増のほか、常盤通りにぎわい交流拠点利活用

事業費の増により１５億６，７０１万９，０００円を増額しています。その４行下の土木費につ

きましては、 常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業費のほか市役所周辺地区整備事業費、まち

なかウオーカブル推進事業費などの増により８億６０８万円を増額するものです。 

次に、部ごとに事業または節・細節単位で主な補正内容を御説明いたします。 

まず、歳出のほう、１３ページへ進んでください。一番上の欄の観光スポーツ文化部のときわ

公園整備課と書いてあるところですが、上から二段目、令和７年公園施設災害復旧事業費は、８

月の豪雨災害による被災箇所の復旧に伴い２，３２６万２，０００円計上しています。 

１５ページに進んでいただいて、健康福祉部になりますが、上から四段目、五段目の自立支援
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給付経費、障害児すくすく療養推進経費は、サービス利用件数の増等に伴い、それぞれ３億８，

８９７万８，０００円、１億３，９９９万７，０００円増額するものです。 

次に１６ページの一番下の段、救急医療対策経費は、指定寄附金の採納見込みに合わせ、新た

に救急医療体制維持・強化事業補助金を創設し、４，５００万円増額しています。 

１７ページに進んでいただいて、こども未来部ですが、下から２段目と３段目、令和６年度の

補助金精算に伴い、国庫返還金、県費返還金をそれぞれ３，３２０万６，０００円、３，１８６

万５，０００円計上しています。 

１８ページに進んでいただいて、こども未来部の続きですが、下から２段目ですが、先程御説

明いたしました常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業の国庫補助追加要望を行うための令和８年

度の事業費を前倒し及びインフレスライドに対応するもので、子育て支援拠点分として７億９，

１８３万９，０００円増額しています。また、次の段、子ども医療扶助経費は、所要見込額に合

わせ６，６９４万３，０００円増額しています。 

２０ページにお進みください。産業経済部です。下から２段目と一番下の段、８月の豪雨災害

による被災箇所の復旧に伴い、令和７年農地災害復旧事業費と令和７年農業施設災害復旧事業費

をそれぞれ９００万円、１，６２０万円増額しています。 

２１ページに進んでいただきまして、都市政策部です。一番上の段、常盤通りにぎわい交流拠

点利活用事業費のうち、くつろぎ交流機能分となります。先ほどの説明と同様に、４億２，３６

６万１，０００円増額しています。次の段以降３段ですが、市役所周辺地区整備事業費、まちな

かウオーカブル推進事業費及び公園施設等整備事業費についても、令和７年度の補助内示減を受

け、国庫補助の追加要望を行うため、令和８年度の事業費を前倒しするもので、それぞれ１億７，

０００万円、８，５９２万７，０００円、３，０００万円増額しています。 

２２ページへお進みください。土木建設部です。一番下の段、８月の豪雨災害による被災箇所

の復旧のため、令和７年河川施設災害復旧事業費を４，６００万円増額するものです。 

２３ページへ進んでいただいて、教育委員会です。一番上の段と次の段の小学校運営経費及び

中学校運営経費については、光熱水費をそれぞれ２，４５３万８，０００円、２，０４６万２，

０００円増額しています。 

歳入に移りたいと思います。４ページにお戻りください。歳入の多くは、今御説明した歳出に

連動するものがほとんどです。その他のものといたしましては、まず、総合政策部ですが、一番

上の段、地方交付税の特別交付税は、今回の補正の財源として３億円増額しています。１段とば

して３段目ですが、財政調整基金繰入金を４億３，０００万円増額するものです。なお、これに

より、令和７年度末の財政調整基金残高見込みは、約３８億９，９００万円となります。昨年の

１２月補正後は４０億円を少し超える状態でしたから、若干目減りしていますが、最終的には財

源の確保等が進んで、４０億円以上の確保になるのではないかなと今のところ見込んでおります。 
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続きまして、２４ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正でございますが、トー

タルヘルスケア業務など１０件を追加しています。 

次に２５ページですが、第３表、地方債補正でございます。現年災害復旧事業１事業の追加、

本庁舎建設事業など６事業を変更するものです。 

最後に、このたびの補正では、職員給与費の補正も実施しています。これは、当初予算調製時

からの職員数及び職員配置等の状況変化や人事院勧告に伴う期末勤勉手当の引上げなどを反映し、

実績見込みに合わせて、科目ごとの増減を補正するものです。補正予算書の１１５ページから１

２１ページにかけて給与費明細書を掲載していますので、後ほど御確認いただければと思います。 

以上で、令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）の概要説明を終わらせていただきます。  

委員長（猶  克実 君）  以上で、議案第９７号の概要説明は終わりました。 

次に、議案第９８号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第２回）、議案第９９

号令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）、議案第１００号令和７年度

宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）の３件について、概要説明を求めます。 

中村健康福祉部長。 

執行部  議案第９８号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第２回）について、

御説明いたします。予算書の５ページを御覧ください。今回の補正は、歳入・歳出にそれぞれ８

７２万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１８８億９，８８２万７，０００

円とするものです。 

それでは、歳出から御説明いたしますので、２０ページにお進みください。総務費の一般管理

費３３７万３，０００円及び介護認定調査等費４０３万６，０００円の増額については、令和７

年度人事院勧告に伴う給料改定等に伴い、職員手当等を補正するものです。 

次に、２２ページを御覧ください。諸支出金の他会計繰出金１０６万７，０００円の増額につ

いては、一般会計の職員給与費等経費への繰出額に合わせ、一般会計繰出金を補正するものです。 

次に、２４ページを御覧ください。上の段、地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事

業諸費については、予算額の補正はありませんが、財源更正を行うものです。続いて下の段、 

一般介護予防事業諸費９０万６，０００円及び２６ページの包括的支援事業・任意事業諸費８３

万２，０００円の増額については、令和７年度人事院勧告に伴う給料改定等に伴い、職員手当等

を補正するものです。 

次に、２８ページを御覧ください。予備費１４９万円については、収支調整として減額補正す

るものです。 

次に、歳入について御説明いたします。１２ページを御覧ください。国庫支出金の３種類の交

付金計５２万５，０００円及び１４ページの支払基金交付金２４万４，０００円、さらに１６ペ

ージの県支出金の２種類の交付金計２７万３，０００円の増額については、歳出の地域支援事業
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費の増額補正に連動して、それぞれの負担割合に応じた収入見込額を補正するものです。 

次に、１８ページを御覧ください。繰入金の一般会計繰入金３種類の繰入金計７６８万２，０

００円の増額については、令和７年度人事院勧告に伴う給料改定等に伴い、行った歳出補正に合

わせ、所要見込額を補正するものです。 

なお、３０ページ以降に給与費明細書を記載しておりますので、御確認ください。 

以上で、令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算(第２回)の概要説明を終わります。 

 議案第９９号令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）について、御説

明いたします。 

 これは、歳入・歳出に、それぞれ７１５万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ１７８億６４７万７，０００円とするものです。 

 それでは、歳出から御説明いたします。 

 予算書５０ページを御覧ください。総務費の一般管理費４０万７，０００円の増額及びその下、

保険料収納率向上特別対策事業費４万５，０００円の増額については、令和７年度人事院勧告に

伴う給料改定等に伴い、会計年度任用職員の報酬等を補正するものです。 

 続きまして、５２ページを御覧ください。保険給付費の一般被保険者療養費６７０万円の増額

については、山口県国民健康保険団体連合会からの通知にあわせ、５３ページ右側の欄のとおり、

療養費負担金を補正するものです。 

 続きまして、５４ページを御覧ください。国民健康保険事業費納付金の一般被保険者医療給付

費分については、予算額の補正はありませんが、財源更正を行うものです。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ４６ページを御覧ください。県支出金の保険給付費等交付金６７０万円の増額については、歳

出、一般被保険者療養費の増額に連動する収入見込額を補正するものです。 

 続きまして、４８ページを御覧ください。繰入金のうち一般会計繰入金１，４４６万３，００

０円の減額のうち、４９ページ右側説明の欄の職員給与費等繰入金４５万２，０００円の増額に

ついては、歳出、一般管理費及び保険料収納率向上特別対策事業費の財源として、また、財政安

定化支援事業繰入金１，３９９万８，０００円の減額及び国保負担軽減対策繰入金９１万７，０

００円の減額は、決算見込額に合わせ、それぞれ補正するものです。 

 続きまして、その下、支払準備基金繰入金１，４９１万５，０００円の増額については、一般

会計繰入金の減額に伴う財源補塡のため、補正するものです。 

 なお、５６ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、御確認ください。 

 以上で、令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）の概要説明を終わり

ます。 

 議案第１００号令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について、御説
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明いたします。 

 これは、歳入・歳出に、それぞれ７９万７，０００円追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

３６億８，５０２万７，０００円とするものです。 

 それでは、歳出から御説明いたします。 

 予算書７４ページを御覧ください。総務費の一般管理費７９万７，０００円の増額については、

令和７年度人事院勧告に伴う給料改定等に伴い、７５ページ右側説明の欄のとおり、窓口業務員

報酬、時間外勤務手当などを補正するものです。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ７２ページを御覧ください。繰入金の職員給与費等繰入金７９万７，０００円については、歳

出の増額にあわせ、その財源として一般会計繰入金を増額補正するものです。 

 なお、７６ページ以降の給与費明細書を掲載しておりますので、御確認ください。 

 以上で、令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）の概要説明を終わりま

す。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、議案第９８号から第１００号までの概要説明は終わりま

した。 

次に、議案第１０１号令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１回）、議案

第１０２号令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回）の２件について、概要説

明を求めます。 

林産業経済部長。座ったままお願いします。 

執行部  それでは、議案第１０１号令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第

１回）について、御説明いたします。 

 これは、歳入・歳出をそれぞれ１２７万１，０００円増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を

それぞれ１億６，０２７万１，０００円とするものです。 

まず、歳出について、令和７年度宇部市特別会計補正予算書の９４ページ、９５ページを御覧

ください。一般管理費の給料及び職員手当等、共済費、負担金補助及び交付金について、人事院

勧告に伴う増額分を、それぞれ所要見込額に合わせ４２３万７，０００円増額するものです。 

続きまして、９６ページを御覧ください。予備費についてですが、これは、特別会計の歳入歳

出の予算総額を同額とするため２９６万６，０００円減額するものです。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。９２ページ、９３ページを御覧ください。 

一般会計繰入金についてですが、これは、１２月補正後の歳出予算額に合わせて、総務省が示

す基準に基づき算出した結果、１２７万１，０００円増額するものです。 

 以上で、令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１回）の説明を終わりま

す。 
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それでは、議案第１０２号令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回）につい

て、御説明いたします。 

 今回の補正は、人事院勧告等を踏まえ人件費を補正するとともに、関係する収入及び支出額を

実施見込みに合わせて補正するものです。 

まず、令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回）の予算書３ページを御覧く

ださい。第２条の収益的収入及び支出についてですが、収入においては、一般会計補助金の増額、 

支出においては、給料等の増額を行った結果、農業集落排水事業収益及び農業集落排水事業費用

をそれぞれ６７万２，０００円増額し、２憶７，０２５万８，０００円とするものです。 

 次に、第３条の特例的収入及び支出についてですが、令和７年３月に打切決算を行った農業集

落排水事業特別会計から引き継いだ未収金、未払金について、決算額にあわせ、それぞれ６，４

２８万２，０００円、３，１９９万６，０００円に改めるものです。 

 次に、第４条の一時借入金についてですが、支出の規模にあわせ、８，０００万円増額し、限

度額を１億円とするものです。 

 次に、４ページをご覧ください。第５条の議会の議決を経なければ流用することのできない経

費についてですが、職員給与費を６７万１，０００円増額し、２，９６３万６，０００円とする

ものです。 

 次に、第６条の他会計からの補助金についてですが、一般会計から補助を受ける金額を６７万

２，０００円増額し、２憶６，７７７万２，０００円とするものです。 

 以上で、令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回）の説明を終わります。  

委員長（猶  克実 君）  以上で、議案第１０１号及び第１０２号の概要説明は終わりまし

た。 

次に、議案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）について、概要説

明を求めます。 

宗野土木建設部長。説明は、座ったままでどうぞ。 

執行部  説明に先立ち、事前に提出いたしました議案の４ページの記載に一部誤りがあり、昨

日訂正をさせていただきました。大変御迷惑をお掛けし、申し訳ございませんでした。なお、そ

れ以外のところは正しい数字となっております。改めて、お詫び申し上げます。 

それでは、議案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算(第１回）について、御

説明いたします。 

今回の補正は、人事院勧告や人員配置による職員構成の変動等を踏まえ、人件費を補正するも

のです。 

まず、令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算(第１回）の予算書３ページを御覧ください。 

第３条の収益的収入及び支出についてですが、収入においては、一般会計からの繰入金の増額、
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支出においては、給料の増額等を行った結果、下水道事業収益を８６５万９，０００円増額し、 

６７億６，００７万７，０００円、下水道事業費用を１，２８５万３，０００円増額し、 ６６

億３，３１７万８，０００円とするものです。 

次に、４ページを御覧ください。第４条の資本的収入及び支出についてですが、収入において

は、一般会計出資金の増額、支出においては、給料の減額等を行った結果、資本的収入を１７万

５，０００円増額し、３３億３，４６５万８，０００円、資本的支出を９７２万７，０００円減

額し、５７億８，２７２万円とするものです。 

その結果、２４億４，８０６万２，０００円の財源不足となる見込みですが、これについては、 

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７，０４５万円、減債積立金２億円、過年度分

損益勘定留保資金６，７０５万９，０００円及び当年度分損益勘定留保資金２１億１，０５５万

３，０００円で補塡することとしました。 

次に、第５条につきましては、人事院勧告や人員配置による職員構成の変動等を踏まえ、職員

給与費を３２９万６，０００円増額し、５億３，３４２万円とするものです。 

次に、第６条につきましては、一般会計から受ける補助金を８８３万４，０００円増額し、 

２３億６，３４６万１，０００円とするものです。 

これらの補正の結果、１９ページの予算説明の中ほどに記載しているとおり、当年度純利益は

５，６４４万９，０００円となる見込みです。 

以上で、令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）の説明を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、議案第１０３号の概要説明は終わりました。 

次に、議案第１０４号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）について、概要説明

を求めます。 

秋田水道事業管理者。座ったままお願いします。 

執行部  それでは、議案第１０４号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）につい

て、御説明いたします。 

今回の補正は、人事院勧告等を踏まえ人件費を補正するとともに、サーバ仮想化基盤更改に伴

う債務負担行為を追加するものです。 

まず、３ページの第２条では、予算第２条に定めた業務の予定量、（４）の主要な建設改良事

業の一般建設改良事業を１３０万８，０００円減額の１３億９，７５５万１，０００円とするも

のです。 

次に、第３条では、予算第３条に定めた収益的収入及び支出について、人事院勧告等を踏まえ

た人件費の見直しを行ったことから、営業費用を増額し、また、消費税の納税額等を変更したこ

とから、営業外費用を増額するものです。これによりまして、第１款の水道事業費用を６，１７

７万５，０００円増額し、３７億４，６６０万７，０００円とするものです。 
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次に、第４条では、予算第４条に定めた資本的収入及び支出について、人事院勧告等を踏まえ

た人件費の見直しに伴い建設改良費を減額するものです。これによりまして、４ページの第１款 

資本的支出を１３０万８，０００円減額し、２０億４６１万円とするものです。 

第５条では、令和７年度宇部市水道事業会計予算書当初予算にお示ししております、予算第１

０条を１１条とし、第５条から第９条までを１条ずつ繰り下げて、第４条の次に、新たに第５条

として債務負担行為を追加するものです。 

続きまして、第６条では、予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費の職員給与費を６，０３９万３，０００円増額し、１１億９，７７３万７，０００円とす

るものです。 

以上の補正の結果、１９ページの予算説明にお示ししていますように、収益的収支におきまし

て、１，４２５万５，０００円の当年度純損失となる見込みです。 

また、資本的収支におきましては、収入額が支出額に不足する額は、１５億７，２０８万４，

０００円となる見込みですが、これについては、損益勘定留保資金等で補塡することとしました。 

以上が、令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）の内容であります。 

よろしく御審査いただきますようお願い致します。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、議案第１０４号の概要説明は終わりました。 

これで、補正予算議案についての概要説明は終わりました。 

この際、お諮りします。 

 ただいま議題となっています補正予算議案８件について、お手元の予算決算委員会分科会分担

表（案）のとおり各分科会に送付し、審査を行うことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 なお、参考として、お手元の予算決算委員会分科会担当事項一覧を補正予算参考資料とあわせ

て、御参照ください。 

また、各分科会は、１５日（月曜日）または１６日（火曜日）の常任委員会終了後に引き続い

て開催することとなりますので、念のため申し添えます。 

以上で、本日の日程は終了しました。 

次回は、１９日（金曜日）午前１０時から後期全体会を開きます。 

後期全体会では、ただいま各分科会に送付した補正予算議案に対する質疑の概要について、分

科会ごとに会長報告及び会長報告に対する質疑を行ったうえで、各補正予算議案等に対する討論、

表決を行います。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  本日は、これで散会します。 
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─── 午前１０時５１分散会 ─── 
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宇 部 市 議 会 総 務 財 政 分 科 会 会 議 録 

 

 

１ 日  時  令和７年１２月１５日（月） 

午後零時から午後１時２１分まで 

２ 場  所  第１委員会室 

３ 事  件  議案第９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回） 

４ 出席分科員（９名） 

        会  長  時 田 洋 輔 君    副 会 長  林   豊 廣 君 

分 科 員  射 場 博 義 君    分 科 員  唐 津 正 一 君 

        分 科 員  木 原 大 介 君    分 科 員  鴻 池 博 之 君 

        分 科 員  猶   克 実 君    分 科 員  新 村 秀 雄 君 

        分 科 員  早 野   敦 君 

５ 欠席分科員（０名） 

６ その他の出席者（０名）    

７ 説明のため出席した者 

議案第９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回） 

① 選挙管理委員会 

事 務 局 長  橋 本 勝 知 君    選 挙 課 長  浦 田 佳 宏 君 

選挙課副課長  森 嶋 崇 朗 君 

② 総合政策部 

部    長  古 林   学 君    次    長  馬 場 葉 子 君 

次 長  上 田 優 作 君    政策企画課長  正 司 優 子 君 

政策企画課副課長  石 原 紀 子 君    移住定住推進課長  久 保 恵美子 君 

移住推進課移住定住ふるさと納税係長   河 野 隆 司 君    財 政 課 長  入 江 慎 一 君 

財政課財政係長  貞 永 武 士 君    北部地域振興課長  荒 武 則 弘 君 

北部地域振興課副課長  福 井 崇 弘 君 

③ 総務部 

部    長  大 畑 秀 幸 君    防災危機監理監  弘 中 秀 治 君 

総 務 課 長  諏 訪 智 子 君    総務課副課長  正 司 邦 雄 君 

職 員 課 長  吉 岡   徹 君    職員課副課長  棟 久 直 行 君 

財産管理課長  羽 根 伸 宏 君    財産管理課副課長  東 原 裕 美 君 

８ 事務局職員出席者 
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書    記  高 木 徹 也 君 

──────────────────────────────────────────── 

─── 午後零時開会 ─── 

会 長（時田 洋輔 君）  ただいまから、予算決算委員会総務財政分科会を開きます。 

これより、本分科会に送付された補正予算議案の審査を行いますが、分科会においては議案等に

対する質疑のみ行い、討論及び採決は行わないこととなっておりますので、あらかじめ御了承をお

願いします。 

それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち本分科会が担当す

る部分を議題とします。 

一般会計補正予算については、担当部局ごとに説明を聴取し、質疑を行います。 

では、初めに、選挙管理委員会の担当部分を議題とします。 

選挙管理委員会の説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち、選挙管

理委員会事務局の該当部分の歳入・歳出について御説明をさせていただきます。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくお願いします。 

執行部  それでは、お手元の参考資料に沿って説明をさせていただきます。 

参考資料の１０ページを御覧ください。 

まず、歳入についてですが、選挙管理委員会所管分の雑入６，０００円の増額補正になります。 

これは、参議院議員通常選挙事務従事者手当の支払いの手続を進める中、令和６年１０月２７日

執行の第５０回衆議院議員総選挙において、投票所の前日準備に従事した職員のうち、３名の職員

が土日の勤務時間中に当該業務を行い、通常の給与に加え、選挙事務従事者手当が支払われている

ことが判明しました。そのため、合計６，０００円の選挙事務従事者手当を県に返還する必要があ

り、当該３名の職員から過誤払戻入金として６，０００円を受け取り、県に返還する手続をとるも

のです。 

次に、歳出について、参考資料の２３ページを御覧ください。 

目、選挙管理委員会費２６万７，０００円の増額補正について御説明をいたします。 

選挙管理委員会の報酬につきましては、当初、毎月開催の委員会への出席や選挙関連会議等への

出席で選挙管理委員会委員長が３０回分、その他３名の委員が１９回分予算を計上していました。

１１月末時点の出席状況は、選挙管理委員会委員長におきましては、毎月開催の委員会の出席のほ

か、選挙関連会議等への出席や参議院選議員挙関連の会議に合計２７回出席しております。その他

の委員３名につきましても、毎月開催の委員会の出席や参議院議員選挙関連で２名の方が１２回、

１名の方が１１回出席をされています。今後１２月以降の委員会や県知事選挙関連の業務において、

選挙管理委員会委員長の報酬は１５回分、その他２名の委員の報酬は１回分それぞれ不足となるこ
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とから、選挙管理委員会委員報酬として２６万７，０００円を増額補正するものです。 

次に、衆議院議員選挙費６，０００円の増額補正について御説明いたします。これは先ほど歳入

で御説明いたしましたが、３名の職員に支給しました選挙事務従事者手当、合計６，０００円につ

いて県への変換が必要となり、衆議院議員選挙にかかる県費返還金として６，０００円を増額補正

するものです。 

選挙管理委員会の補正予算の概要説明は、以上となります。御確認のほどよろしくお願いします。 

会 長（時田 洋輔 君）  以上で、説明は終わりました。 

選挙管理委員会の担当部分について、質疑はありませんか。木原分科員。 

分科員（木原 大介 君）  令和７年度一般会計補正予算（第４回）の予算書の４３ページを見

ると、時間外勤務手当とか書いてあるのですけれども、あれは総務部に聞くものなのですか。 

会 長（時田 洋輔 君）  そうですね。人件費全体については総務部担当になっています。午

後から総務部担当部分の説明がありますので、そこでまとめて聞いていただけると。 

分科員（木原 大介 君）  分かりました。 

会 長（時田 洋輔 君）  ほかにありませんか。猶分科員。 

分科員（猶  克実 君）  簡単に。選挙管理委員会委員長の出席、委員の出席回数等々、これ

は、過去にあまり聞いたことは……。今までもありましたか。あまりないのですけれども、今回な

ぜこの１５回も増えたのでしょうか。 

執行部  通常の委員会は、毎月で１２回必ず開催をしておりまして、そこは一緒になるのですが、

このたび、選挙管理委員会の委員長につきましては、全国市区選挙管理委員会というのがあるので

すけれども、そこの山口県代表の理事に就任をされております。その関係で、県内の会議への参加、

及び東京等への出張の回数が増えておりますので、その分回数が増えている状況でございます。 

以上となります。 

会 長（時田 洋輔 君）  ほかにありませんか。 

一応確認ですけれども、先ほどの木原分科員の時間外勤務手当の件、そちらで詳しく答えられる

ようでしたらお願いしたいのですが。 

執行部  一般財源ではない、特定財源ではないかなというお話でよろしければ、私のほうで……。 

会 長（時田 洋輔 君）  木原分科員。もう一度すみません、お願いします。 

分科員（木原 大介 君）  今回、補正で７７０万円の時間外勤務手当が出ているのですけれど

も、時間にすれば３，０００時間ぐらいになってしまうので、何だこれはという金額だと思うので

す。選挙管理委員会は人数が少ないのに、これはちょっと何でだろうと純粋に思ったので、その説

明がほしかったのですけれども。 

会 長（時田 洋輔 君）  すみません。補正予算書の何ページですか。 

分科員（木原 大介 君）  令和７年度一般会計補正予算（第４回）の４３ページです。 
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会 長（時田 洋輔 君）  執行部。これは、そちらの担当になりますか。 

執行部  時間外勤務手当の７７１万１，０００円について、選挙管理委員会事務局の時間外勤務

手当の対象者の選挙課の係長、係員に加え、期日前投票・不在者投票の全庁的な兼務をする職員へ

の時間外勤務手当となっています。令和７年度は、選挙公報の配布や投票箱の送致など、関係機関

のほうからこれまでのやり方の見直しを求められており、これまでとは異なる対応を行ったことか

ら、その準備や作業、調整に通常以上の業務が発生してしまいました。その結果、当初予算の見込

みを大きく上回る時間外勤務手当が発生している状況です。 

令和８年２月に、山口県知事選挙が控えているのですけれども、告示日から投票日までの期間の

参議院議員通常選挙の業務に関わる期間というのが、衆議院議員総選挙と同程度であることから、

下半期の時間外勤務手当については、上半期の時間外勤務手当と同様に見込んでいる状況です。さ

らに、人事院勧告に伴う給与改定等により、遡及して支給する時間外勤務手当の増だとかも見込ま

れることから、これを総合して勘案し決算見込額を算出すると、今回の補正額７７１万１，０００

円になります。 

分科員（木原 大介 君）  もう１個。これは、こちらに入っているということは、執行経費で

見てもらえないのですか。一般財源で払わなければいけないのですか。 

執行部  国や県の選挙に関しては、分科員がおっしゃったように、国の補助金が出るのですが、

それに充てがわれる経費というのは、あくまでも、前日の投票準備と当日の選挙事務が対象となっ

ており、それ以外の期間の選挙事務の手当については、一般財源で執行されるようになっているの

でこのような計算になります。 

分科員（木原 大介 君）  選挙管理委員会は、確か休職者がいたと思うのですけれども、その

負担は全部ほかの人に行くので、それで僕は時間外勤務手当が増えたのかなと思ったのです。実際、

その辺はどうなのですか。 

執行部  確かに休職者おりますが、その部分につきましては、人事当局に話をして、臨時職員を

充てがったり、係員に負担がかからないように、局長、私、副課長で業務を分担しながら、何とか

業務をこなしているようなところです。 

会 長（時田 洋輔 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

会 長（時田 洋輔 君）  ないようですので、選挙管理委員会の担当部分については、これで

終わりにいたします。 

選挙管理委員会の皆さん、お疲れさまでした。 

──────────────────────────────────────────── 

会 長（時田 洋輔 君）  お昼を超えてしまいましたので、午後からにしたいと思います。 

１３時１０分に再開といたします。 



 

 - 5 - 

暫時休憩いたします。 

――――― 午後零時１４分休憩 ――――― 

─────────────────────────────────────────── 

――――― 午後１時０８分再開 ――――― 

会 長（時田 洋輔 君）  では、休憩前に引き続き、予算決算委員会総務財政分科会を再開い

たします。 

次に、総合政策部の担当部分を議題とします。 

総合政策部の説明を求めます。 

執行部  よろしくお願いします。それでは参考資料に沿って説明をさせていただきます。 

まず、歳出からでございます。 

参考資料の１１ページを御覧ください。２つ目の欄が総合政策部になります。 

まず、北部振興費のアクトビレッジおの運営経費は、消防設備に係る修繕料を２４万６，０００

円、照明器具取替えに係る調査測量設計委託料を４３万２，０００円増額しております。 

次の公園整備事業費の防災公園整備事業費は、厚南エリア防災公園の整備に当たり、令和８年３

月下旬に予定している供用開始に伴う安全対策等のため、手数料など１０４万６，０００円を増額

するものです。 

次の１２ページに進んでいただいて、元金及び利子ですが、借入利率の見直し等に伴い、地方債

元金償還金は５９３万４，０００円の減額。一方で、長期債利子を１，７５６万５，０００円増額

しております。 

最後に、予備費は、収支調整のため補正するものです。 

続きまして、歳入について御説明いたします。 

参考資料の４ページをお開きください。１番上の欄が、総合政策部になります。 

まず、地方交付税ですが、特別交付税を補正財源として３億円増額しております。 

次の総務費寄附金、ふるさと応援寄附金は、収入見込額に合わせて、５，０００万円増額するも

のです。 

続きまして繰入金ですが、財政調整基金繰入金を補正財源として４億３，０００万円増額してお

ります。 

次のふるさと応援基金繰入金は、観光スポーツ文化部スポーツ振興課の、スポーツ施設環境整備

事業費、これは俵田翁記念体育館の収納式観覧席の整備事業費ですが、その増額に伴い、４７０万

円繰り入れるものです。 

その下の合併特例基金繰入金は、常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業費に、この合併特例基金

繰入金を充てておりますが、その事業費増に連動し、増額しております。 

なお参考資料２４ページ、第２表債務負担行為補正では、上から２段目のアクトビレッジおの指
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定管理料の追加を行っております。参考資料２４ページ第２表です。 

説明は、以上となります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

会 長（時田 洋輔 君）  以上で、説明は終わりました。 

総合政策部の担当部分について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

会 長（時田 洋輔 君）  ないようですので、総合政策部の担当部分についてはこれで終わり

ます。 

総合政策部の皆さん、お疲れさまでした。 

──────────────────────────────────────────── 

会 長（時田 洋輔 君）  では次に、総務部の担当部分を議題とします。 

総務部の説明を求めます。 

執行部  それでは、総務部の補正予算担当箇所につきまして、令和７年度宇部市一般会計補正予

算（第４回）参考資料に沿って御説明させていただきます。 

総務部は、歳入の補正はございませんので、歳出の補正から御説明いたします。 

参考資料の１１ページをお開きいただきたいと思います。補正予算書は、３６ページから３９ペ

ージになります。参考資料１１ページの上段の表が、総務部の補正内容となっております。 

まず表の１番上の、一般管理費３００万円の補正でございます。 

これは、各種通知などを発送する全庁の郵便料について、令和７年度末までの所要見込額に合わ

せ補正するものでございます。 

その次の段でございます。職員厚生費、職員トータルヘルスケア経費８，０００円の補正につき

ましては、ＥＡＰ（従業員支援プログラム）を実施しておりますＥＡＰ事業者でございますが、こ

ちらは後ほど債務負担行為のほうで御説明いたしますが、今年度実施するプロポーザルの選定委員

会の外部委員に係る謝礼の報償金８，０００円を増額補正するというものでございます。 

次に財産管理費、公共施設マネジメント推進経費６３万２，０００円の増額補正については、公

共施設予約システムにおける市民交流棟でのオンライン決済の導入に伴い、増額補正を行うもので

ございます。 

そして次に、法令文書管理費、法令管理経費１００万円の増額補正につきましては、これは条例

や規則等の改正による追録件数の増加に伴い、条例規程類集の追録印刷代を所要見込額に合わせて

補正するものでございます。 

以上が、歳出の説明になります。 

続きまして、債務負担行為でございます。参考資料の２４ページをお開きいただければと思いま

す。補正予算書の１０８ページになります。 

これは先ほど申しましたトータルヘルスケア業務になりますが、ＥＡＰ事業者について、令和８
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年度から令和１０年度までの３か年間、業務に係るプロポーザルを実施するため、３年間の限度額

を１，６２０万円として追加で補正させていただくものでございます。 

以上、簡単でございますけれども総務部の説明を終わらせていただきます。御審査のほどよろし

くお願いいたします。 

会 長（時田 洋輔 君）  以上で、説明は終わりました。 

総務部の担当部分について、質疑はありませんか。 

なお、先ほど申しましたように、人事院勧告とかの人件費部分は、総務部の担当ですのでそちら

の疑義があれば、この担当部分で御質疑してください。 

それでは、質疑はありませんか。木原分科員。 

分科員（木原 大介 君）  午前中に選挙管理委員会に質問したのですけれども、あちらで人件

費が、７００万円ぐらい残業代が増えているのですけれども、総務部全体では、平べったくすると

上げなくていい格好で上がっていないのですよね。 

執行部  そのとおりでございます。 

会 長（時田 洋輔 君）  ほかにありませんか。射場分科員。 

分科員（射場 博義 君）  職員厚生費の職員トータルヘルスケア経費８，０００円でちょっと

少額なのですけれども、これは単純に人が１人増えるという意味ですか。それとも回数が増えてい

るのですか。 

執行部  ８，０００円につきましては、新たに令和８年度から実施する従業員支援プログラムの

事業者の選定に当たって、プロポーザル審査をしますので、評価をしていただく外部の選定委員の

謝礼です。 

分科員（射場 博義 君）  これの人数は何人ですか。 

執行部  ２名になります。 

会 長（時田 洋輔 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

会 長（時田 洋輔 君）  ないようですので、総務部の担当部分については、これで終わりま

す。 

総務部の皆さん、お疲れさまでした。 

──────────────────────────────────────────── 

会 長（時田 洋輔 君）  以上で、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）

のうち、本分科会が担当する部分の審査は終了しました。 

これで、本分科会の審査は全て終了しました。 

──────────────────────────────────────────── 

会 長（時田 洋輔 君）  以上で、予算決算委員会総務財政分科会を散会します。 
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─── 午後１時２１分散会 ─── 

──────────────────────────────────────────── 
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宇部市議会予算決算委員会文教民生分科会 会議録 

 

１ 日  時  令和７年１２月１５日（月） 

午後２時１２分から午後３時５分まで 

２ 場  所  第３委員会室 

３ 事  件    

（１）議案第 ９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回） 

（２）議案第 ９８号 令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第２回） 

（３）議案第 ９９号 令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回） 

（４）議案第１００号 令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回） 

４ 出席委員（９名） 

会  長  城 美   暁 君   副 会 長  青 谷 和 彦 君 

分 科 員  浅 田   徹 君   分 科 員  五十嵐 仁 美 君 

分 科 員  笠 井 泰 孝 君   分 科 員  重 枝 尚 治 君 

分 科 員  西 村 享 平 君   分 科 員  松 岡 伸 一 君   

分 科 員  三 好 保 雄 君 

５ 欠席委員（０名）   

６ その他の出席者（０名）    

７ 説明のため出席した者   

（１）議案第９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回） 

① 市民環境部  

部    長  床 本 晋 二 君   次    長  上 田 康次郎 君 

次    長   民 谷 有 弘 君   環境政策課長  田 辺 義 和 君 

 環境政策課副課長  西 岡   茂 君 

② こども未来部 

部 長  濱 田 修 二 君   次    長  上 村 圭 二 君 

      こども政策課長    西 中 和 豊 君   こども政策課副課長  小 川 直 子 君  

          こども政策課副課長   水 津 弘 幸 君   こども支援課長   盛 重 利 恵 君 

     こども支援課副課長  綿 谷 和 久 君   保育幼稚園課長   西 村 昌 隆 君 

保育幼稚園課副課長  下 元 静 枝 君   

   ③ 教育委員会 

教 育 長  野 口 政 吾 君   部    長  濱 原 貴 宏 君 

次    長  中 村 大 吾 君   教育総務課長  大 石 宗 孝 君  



 - 2 - 

教育総務課副課長  島 谷 和 典 君   教育総務課総務係長  上 田 和 志 君 

学校教育課長  叶 屋 良 太 君   学校教育課副課長  長 嶺 茂 雄 君 

教育支援課長  藤 井   伸 君   教育支援課副課長  井 上 浩 之 君 

学校給食課長  岡 田 伊都子 君   学校給食課副課長  神 田 真 一 君 

学びの森くすのき・地域文化交流課長  植 野  麗 子 君   学びの森くすのき・地域文化交流課副課長    石 川   健 君 

④ 観光スポーツ文化部 

部    長  青 山 佳 代 君   次    長  白 井 幸 雄 君 

スポーツ振興課長  明 德 義 和 君   スポーツ振興課副課長  宮 村   毅 君 

文化振興課長  中 祖 敏 文 君   文化振興課副課長  越 智 英 和 君 

⑤ 健康福祉部 

健康福祉部長  中 村 淳 一 君   次    長   島 田 伸 弘 君 

次    長   内 田 明 美 君   地域福祉課長  東 原   隆 君 

地域福祉課副課長  川 口 修 平 君   障害福祉課長  西 條 元 康 君 

障害福祉課副課長  大 上 志 麻 君   介護保険課長    穂 積 紀 子 君 

介護保険課副課長  山 本 直 樹 君   健康増進課長  井 上 篤 史 君 

健康増進課主幹  江 本 絹 世 君   健康増進課副課長  實 安  裕 美 君 

地域医療対策室長  塚 本 加勺里 君   地域医療対策室副室長  高 橋 智 宏 君 

保険年金課長  田 中 晶 子 君    保険年金課副課長    幸 明 幸 雄 君 

（２）議案第 ９８号 令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第２回） 

健康福祉部 

部    長   中 村 淳 一 君   次    長   島 田 伸 弘 君 

次    長   内 田 明 美 君   介護保険課長    穂 積 紀 子 君 

介護保険課副課長  山 本 直 樹 君 

（３）議案第 ９９号 令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回） 

（４）議案第１００号 令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回） 

健康福祉部 

部    長   中 村 淳 一 君   次    長   島 田 伸 弘 君 

次    長   内 田 明 美 君   保険年金課長  田 中 晶 子 君 

保険年金課副課長    幸 明 幸 雄 君 

８ 事務局職員出席者 

書    記  木 村 美 紀 君 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午後２時１２分開会 ─── 



 - 3 - 

会 長（城美  暁 君）  ただいまから、予算決算委員会文教民生分科会を開きます。 

これより、本分科会に送付されました補正予算議案の審査を行いますが、分科会においては、

議案に対する質疑のみを行い、討論及び採決を行わないこととなっておりますのであらかじめ御

了承をお願いいたします。 

                                             

会 長（城美  暁 君）  それでは、まず、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予

算（第４回）のうち本分科会が担当する部分を議題とします。 

一般会計補正予算については、担当部局ごとに説明し質疑を行います。 

では、初めに、市民環境部の担当部分を議題とします。 

市民環境部の説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち市民環

境部が所管します補正予算は、歳出のみでございまして、その概要について御説明申し上げます。 

お手元の参考資料の１３ページを御覧ください。 

それでは、目、環境衛生対策費、動物愛護対策経費の１００万円の増額につきましては、飼い

主のいない猫の不妊・去勢手術費等に対する補助金について、申請件数の増加に伴い、所要の見

込額に合わせ、補正を行うものでございます。 

御説明は、以上となります。 

御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

会 長（城美  暁 君）  以上で、説明は終わりました。 

市民環境部の担当部分について、質疑はありませんか。笠井分科員。 

分科員（笠井 泰孝 君）  この１００万円という予算なのですけれども、これは現実的にこ

れで賄える金額なのですか。最近、猫を何十匹も飼っているところがあり、避妊手術をお願いし

てもしないため、周りから苦情が出ているという話を聞くので、この１００万円という金額で賄

えるものなのか。今までの状態というかその辺を教えてください。 

執行部  この補正額１００万円については、約１５０匹の猫の避妊・去勢手術を想定しており

ます。現在のところ、自治会と個人のみの数値にはなりますが、令和７年９月末で、実際に３２

８件の避妊・去勢手術を行っています。今年度の実績から、１月から３月までの３か月の見込み

を出すと１５０匹程度になるということで、その予算額を計上していただいているものになりま

す。 

以上です。 

分科員（笠井 泰孝 君）  その１５０匹分というのが実情に合っているのか。つまり、多数

の方が申し込まれているけれども、とりあえず１５０匹分しますよというのか。申込みが１５０

匹もいっていないから、その１５０匹分にされたのか、もうちょっとお願いします。 
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執行部  現時点では、自治会、個人の方に対して、新たな避妊・去勢手術の補助金は今のとこ

ろ予算がなくなりましたので、お断りしているような状態です。この１００万円で１５０匹を想

定しているのですけれども、おおよそ今年度自治会、個人の方が、求められている総量は賄える

のではないかという想定をして計上しております。 

以上です。 

分科員（笠井 泰孝 君）  分かりました。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。三好分科員。 

分科員（三好 保雄 君）  山口県宇部総合庁舎に、猫とか犬とかを預かっていらっしゃる施

設があるのですけれども、予算の中に、経費の中に入っているということですか。 

執行部  山口県宇部総合庁舎の施設とは、恐らく山口県の宇部環境保健所のことと思いますけ

れども、そちらのほうの予算は入っておりません。 

以上です。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、市民環境部の担当部分については終わります。 

                                              

会 長（城美  暁 君）  次に、こども未来部の担当部分を議題とします。 

こども未来部の説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち、こど

も未来部に係る部分について御説明を申し上げます。 

詳細につきましては、担当課長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

執行部  こども政策課です。初めに、歳出から御説明いたします。 

お手元の予算参考資料１７ページを御覧ください。 

まず、目、ひとり親福祉費１，６０５万１，０００円増額のうち、国庫返還金については、令

和６年度母子家庭等対策総合支援事業費補助金の精算に伴って、７１万８，０００円を増額する

ものです。 

次に、ひとり親家庭医療扶助経費については、４１５万２，０００円の増額となります。これ

はひとり親家庭の医療費の増加に伴い、医療扶助費４０３万円と、それに伴う審査支払手数料１

２万２，０００円を増額するものです。 

次に、児童扶養手当扶助経費については、児童扶養手当の支給見込額の増加に伴って、８５６

万２，０００円を増額するものです。 

また、母子家庭等自立支援経費については、２６１万９，０００円の増額となります。これは

高等職業訓練促進給付金の申請者の増加等に伴って、高等職業訓練促進給付金等事業費補助金２
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４９万３，０００円と、令和６年度母子家庭等自立支援給付金の精算に伴い、国庫返還金１２万

６，０００円を増額するものです。 

次に、目、児童福祉総務費６，８０７万１，０００円の増額ですが、国庫返還金につきまして

は、令和６年度児童手当制度改正実施円滑化事業費補助金及び令和６年度子ども・子育て支援交

付金の精算に伴い、３，３２０万６，０００円を増額するものです。県費返還金については、令

和６年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴い、３，１８６万５，０００円を増額するもので

す。 

妊婦・子ども応援基金積立金ですが、指定寄附金の採納に伴って基金に積み立てるため、３０

０万円を補正するものです。 

続いて、予算参考資料１８ページを御覧ください。 

目、児童措置費ですが、制度改正により支給対象児童数の増加に伴い、児童手当扶助経費２，

６８８万円を増額するものです。 

次に、目、児童福祉施設費８億２，２８２万２，０００円の増額ですが、まず公立保育園管理

経費については、神原保育園の空調設備更新に伴って器具借上料２１万４，０００円を増額する

ものです。 

私立保育園保育実施経費については、保育実施に係る公定価格単価の改定に伴って保育実施委

託料２，１６５万４，０００円を増額するものです。 

地域型保育経費につきましては、保育実施に係る公定価格の改定やゼロ歳児の園児数の増加に

伴って地域型保育給付金９１１万５，０００円を増額するものです。 

次に常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業費７億９，１８３万９，０００円の増額ですが、こ

れは整備工事等にかかる事業費の年度間調整に伴って、交流拠点施設設計等委託料２，５６０万

８，０００円と、交流拠点施設整備工事７億６，６２３万１，０００円を増額するものになりま

す。 

次に、目、乳幼児・子ども医療費６，６９４万３，０００円の増額ですが、子ども医療扶助経

費について、子ども医療費の増加に伴って、子ども医療扶助費６，６１０万２，０００円と、そ

れに伴う審査支払手数料８４万１，０００円を増額するものです。 

続いて、予算参考資料１９ページを御覧ください。 

目、母子保健費１，０２２万９，０００円の増額ですが、妊婦・あかちゃん応援経費について、

自治体間情報連携に対応するためのシステム改修に伴い、電算開発委託料１７７万円を増額、ま

た、令和６年度妊娠出産子育て支援交付金の精算に伴って、国庫返還金４４３万４，０００円、

県費返還金４０２万５，０００円を増額するものになります。 

歳出の説明は、以上になります。 

続きまして、歳入について御説明いたします。 
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お手元の予算参考資料６ページを御覧ください。 

こども未来部の部分は６ページ中段からになります。 

まず、国庫支出金については、７ページ上段までにわたっておりますが、４億２８５万１，０

００円の増額となります。これらは全て歳出の際に御説明いたしました増額補正分に連動したも

ので、国の負担金・補助金等のそれぞれのメニューにおける基準額や補助率によって収入見込額

を算出し、増額しています。 

次に、７ページの県支出金１６７万円の増額ですが、こちらについても歳出の増額補正分に連

動したもので、国庫支出金と同様に負担金・補助金等のそれぞれのメニューにおける基準額や補

助率によって収入見込額を算出し、増額しております。 

次に、民生費寄附金ですが、子育て支援のために活用してほしいということでいただいた寄附

金収入３００万円を増額するものです。 

次に、市債３億８，６２０万円の増額ですが、ときわスクエアの整備に伴う子育て支援拠点整

備事業債の発行見込額に合わせて補正するものです。 

歳入の説明は、以上になります。 

続いて、予算参考資料２４ページを御覧ください。債務負担行為の補正になります。 

こども未来部は３段目と４段目になります。 

まず、神原保育園空調設備リース契約ですが、これは予算参考資料１８ページの歳出の補正で

御説明いたしました神原保育園の空調設備の更新により、令和８年度から令和２０年度までの間、

保守管理を伴ったリース契約により、予算措置が必要となりますので、執行予定額の３，３３８

万４，０００円を債務負担行為に計上しているものです。 

次の常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業（子育て支援拠点）分ですが、これは物価高騰によ

る施設整備費の増額と、省エネ基準等の改定に伴って変圧器や空調機を基準に満たしたものに変

更する必要が生じたため、施設整備契約の変更契約の手続きが必要となります。この変更契約の

契約手続に先立ちまして、予算措置が必要となりますことから、執行予定額の２億８，１５１万

１，０００円を債務負担行為に計上しているものです。 

最後に、予算参考資料２５ページを御覧ください。 

第３表地方債補正になります。 

２、変更の表の２段目になります。 

子育て支援拠点整備事業ですが、これは予算参考資料７ページの歳入の補正の市債の項目で説

明したとおり、発行見込額に合わせて限度額を３億８，６２０万円増額し、９億４，９６０万円

とするものです。 

こども未来部の１２月補正の説明は、以上となります。 

御審査のほど、よろしくお願いいたします。 
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会 長（城美  暁 君）  以上で、説明終わりました。 

こども未来部の担当部分について、質問はありませんか。三好分科員。 

分科員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。予算参考資料１８ページのところです

けれども、乳幼児・子ども医療費がかなり増えていると思うのですが、やはり医療機関にかかる

子供がたくさん増えた、やはり感染症患者が多かったということになりますか。 

執行部  それもございますし、あと医療費無料の対象を高校生まで広げたということで医療費

が増加したと思います。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。笠井分科員。 

分科員（笠井 泰孝 君）  確認ですが、同じく１８ページのところで、一番上の児童手当扶

助経費で、支給対象児童数が増えているということですが、今この人口が減っている中で、子供

の数が増えたというのはちょっと違和感があったのですけれども、どういうことでしょうか。 

執行部  児童手当のほうも制度改正がございまして、高校３年生まで支給対象者が広がったと

いうことがございます。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、こども未来部の担当部分については終わりま

す。 

こども未来部の皆さん、お疲れさまでした。 

                                             

会 長（城美  暁 君）  それでは、次に教育委員会の担当部分を議題とします。 

教育委員会の説明を求めます。 

執行部  それでは、教育委員会所管の補正予算案について、御説明させていただきます。 

資料は令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）参考資料で説明させていただきます。 

初めに、歳入について御説明いたします。 

資料９ページの下段を御覧ください。 

教育費寄附金について、特別支援教育青い鳥基金への指定寄附があったことから、６万円を増

額補正するものです。 

歳入については、以上１件になります。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

資料の２３ページ、教育委員会の欄になります。 

目、学校管理費（小学校費）について、小学校運営経費を２，４５３万８，０００円増額する

ものです。これは小学校２４校における電気料、ガス料、水道料の使用実績見込みに合わせて補

正するものです。 
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次に目、学校管理費（中学校費）について、中学校運営経費を２，０４６万２，０００円増額

するものです。これは中学校１２校における電気料、ガス料、水道料の使用実績見込みに合わせ、

増額補正するものです。 

次に目、特別支援教育費について、６万円を増額するものです。これは先ほど歳入で説明いた

しました、特別支援教育青い鳥基金への指定寄附があったことから、基金に積み立てるものです。 

次に目、学校給食費について、１，０２６万４，０００円増額するものです。これは学校給食

における米飯価格の高騰に伴い、所要見込額に合わせ補正するものです。 

最後に、目、学びの森くすのき費について２８万円増額するものです。これは学びの森くすの

きの電気使用見込みに合わせ、補正するものです。 

歳出については、以上５件です。 

説明については、以上となります。 

御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

会 長（城美  暁 君）  以上で、説明は終わりました。 

教育委員会の担当部分について、質疑はありませんか。三好分科員。 

分科員（三好 保雄 君）  学校給食ですが、米の高騰に伴いということで、これは学校給食

会から買っているということですけれども、１キログラム当たりどのくらい上がったか、教えて

ください。 

執行部  どのくらい上がったということで、精米の価格が１キログラム当たり５４０．４円が

７６１円に上がる予定です。 

以上でございます。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。青谷副分科会長。 

副会長（青谷 和彦 君）  １点確認なのですけれども、予算説明書の８９ページの時間外勤

務手当が４１９万９，０００円ほど減額になっているのですけれども、この理由を教えてくださ

い。 

執行部  時間外勤務手当の減でございますけれども、こちらは職員課が一括して予算計上して

いる数字、予算でございますが、実際の見込額よりも、時間外の数字が実績で減ったということ

で、時間外勤務手当の補正があったものでございます。 

以上でございます。 

副会長（青谷 和彦 君）  減った理由というのは分かりますか。 

執行部  先ほど御説明したとおり、職員人件費につきましては、職員課が一括して予算計上し

ております。その関係でこの内容につきましては、総務部のほうが詳しいかとは思うのですけれ

ども、教育委員会では、水曜日の時間外勤務につきましては極力、ノー残業デーを徹底するなど、

業務の削減に力を入れております。そういったことの影響があって時間外が減ったのではないか
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というふうに考えます。 

以上でございます。 

副会長（青谷 和彦 君）  それでは、働き方改革で先生方の働く時間が……。職員課が管轄

かもしれませんが、教育委員会としての受け止め方は、働き方改革が少し功を奏して、残業時間

が減ったのでこの金額、時間にすれば結構な金額だろうと思うのですけれども、４１９万円を残

業時間で割ると……。千何百時間になろうかと思うのですけれども、そういう……。 

執行部  先ほどの予算説明書８９ページの時間外勤務手当でございますけれども、先ほど言っ

ていただいた学校の先生の方の働き方改革というところの時間外ではございません。こちらは、

私ども教育委員会事務局で働く職員の時間外の計上でございますので、実際に先生方の時間外の

数字はこちらから出るものではございません。 

以上でございます。 

副会長（青谷 和彦 君）  それでは、職員の方が頑張って効率的に努力をされた結果がこの

減額という理解でいいですか。 

執行部  それも一つの要因であろうと思っております。 

以上でございます。 

副会長（青谷 和彦 君）  ほかに要因があるのでしょうか。すみません。何度も繰り返して。 

執行部  これは、今説明いたしました教育委員会事務局は教育総務課、教育施設課など約９課

ありまして、職員もおりますので、少しずつの積み上げた結果になります。 

ただ要因としては、包括管理等を導入しておりますので、そういった件で、教育施設課などは

少し減っている状況です。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、教育委員会の担当部分については、これで終

わります。 

教育委員会の皆さん、お疲れさまでした。 

                                             

会 長（城美  暁 君） それでは次に、観光スポーツ文化部の担当部分を議題とします。 

 観光スポーツ文化部からの説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち、観光

スポーツ文化部の所管分として、スポーツ振興課より、歳出、債務負担行為について、及び文化

振興課からは債務負担行為について、説明いたします。 

詳細につきましては、それぞれ担当課長が説明しますので、よろしくお願いいたします。 

執行部  それでは、スポーツ振興課の補正予算の歳出について、まず御説明をさせていただき
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ます。補正予算書の９６ページ、予算参考資料の１３ページ、２段目の体育施設管理費、補正額

４７０万円です。 

内容としては、体育施設設備充実のための指定寄附があり、ふるさと応援基金に積み立ててお

りましたが、基金の使途確定に伴い、補正予算として計上したものです。 

使途といたしましては、事業用器具費として、宇部市俵田翁記念体育館に収納式観覧席を設置

するものです。この収納式観覧席はバスケットボールの公式戦をはじめ、様々な競技の観戦環境

を向上するものです。 

次に、債務負担行為の補正についてです。 

補正予算書の１１１ページ、予算参考資料の２４ページをお開きください。 

これは、議案第１１５号にて提出の宇部市体育施設（宇部地域）に係る指定管理者の指定に要

する指定管理料です。 

期間は令和８年度から令和１２年度までの５年間としております。 

執行部  続きまして、文化振興課の債務負担行為の補正予算について御説明いたします。 

補正予算書１１０ページ、予算参考資料２４ページの下から２段目を御覧ください。 

これは、議案第１１６号及び議案第１１７号にて提出の宇部市渡辺翁記念会館及び宇部市文化

会館に係る指定管理者の指定に要する指定管理料です。 

期間は令和８年度から令和１２年度までの５年間としております。 

以上で、観光スポーツ文化部の所管分の全ての説明を終わります。 

御審査をよろしくお願いいたします。 

会 長（城美  暁 君）  以上で、説明は終わりました。 

観光スポーツ文化部の担当部分について、質疑はありませんか。重枝分科員。 

分科員（重枝 尚治 君）  予算参考資料１３ページの歳出の説明の俵田翁記念体育館の備品

購入で、この収納式の観覧席というのは何ですか。別注ですか。規格品ですか。席数とか仕様に

ついて、もうちょっと詳しく。 

執行部  今、購入しようとしているものは、３段のひな壇の上で、席が２６席の２セットを計

画しています。 

分科員（重枝 尚治 君）  規格品ですか、それとも別注なのですか。 

執行部  規格品になります。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、観光スポーツ文化部の担当部分については終

わります。 
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会 長（城美  暁 君）  それでは次に、健康福祉部の担当部分を議題とします。 

健康福祉部から説明を求めます。 

執行部  議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち、健康福祉部の所

管分について、前期全体会で古林総合政策部長から説明があった内容以外の主なものについて、

担当課長から説明させますので、御審査のほどよろしくお願いいたします。 

執行部  それではまず、地域福祉課の所管分について説明をいたします。 

資料につきましては参考資料の１４ページを御覧ください。 

１４ページにございます健康福祉部の欄で、目、社会福祉総務費の１段目、それから２段目を

御覧ください。 

まず、国庫返還金１４２万４，０００円、県費返還金１万５，０００円を増額補正するもので

す。これは令和６年度重層的支援体制整備交付金等及び令和６年度住居確保給付金等の精算に伴

い、補正するものです。 

続きまして、同じく３段目を御覧ください。社会事業基金積立金についてです。こちらは３８

３万６，０００円を増額補正するものです。これは寄附の採納に伴いまして、社会事業基金へ積

み立てるために補正するものです。 

続きまして、１４ページの中ほどにございます高齢者生きがい推進費を御覧ください。こちら

の福祉ふれあいセンター管理経費についてですが、これは１４９万６，０００円を増額補正する

ものです。これは福祉ふれあいセンターにおける光熱水費の使用見込量増加に伴い、補正するも

のです。 

以上で、地域福祉課の説明を終わります。 

執行部  続きまして、障害福祉課の所管について説明いたします。 

まず、歳出でございますが、参考資料の１５ページになりますが、上の１段目２段目を御覧く

ださい。 

国庫返還金及び県費返還金について、それぞれ３２万円、１６万円を増額補正するものです。

こちらにつきましては、令和６年度の地域生活支援促進事業の補助金精算に伴います、国及び県

への返還金について、所要見込額に合わせ、補正をするものでございます。 

続きまして、その下、上から３段目を御覧ください。 

障害者援護経費につきまして、６２７万６，０００円を増額補正するものです。これは福祉タ

クシー券の利用増及び補装具の支給件数増加に伴いまして、所要見込額に合わせ、２０６万４，

０００円、４２１万２，０００円をそれぞれ補正するものでございます。 

続きまして、同じページの一番下の段を御覧ください。 

障害者福祉手当扶助経費につきまして、２３０万６，０００円を増額補正するものです。こち

らにつきましては、県による特別障害者手当等の単価改正及び令和６年度の特別障害者福祉手当
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給付費負担金の補助金精算に伴う国への返還金につきまして、所要見込額に合わせ１９９万７，

０００円、３０万９，０００円をそれぞれ補正するものでございます。 

続きまして、歳入について説明いたします。 

ページが戻りますが、参考資料の５ページ、健康福祉部の欄の上から３段目、及び下から２段

目を御覧ください。自立支援医療費負担金につきまして、７８４万５，０００円が国費、それか

ら２６万７，０００円が県費になりますが、これをそれぞれ増額補正するものでございます。 

これは令和６年度の障害者医療費負担金の確定に伴い、国及び県からの収入見込み額に合わせ

補正するものでございます。 

続きまして、同じページの上から４段目と一番下の段を御覧ください。補装具費負担金につい

て、２１０万６，０００円が国費、１０５万３，０００円が県費になりますが、それぞれ増額補

正するものです。こちらは先ほど説明いたしました補装具の給付費増に伴いまして、国及び県か

らの収入見込額に合わせ、補正するものでございます。 

続きまして、同じページの上から５段目を御覧ください。特別障害者福祉手当給付費負担金に

つきまして、１４９万８，０００円を増額補正するものです。こちらも先ほど説明いたしました、

障害者福祉手当の給付費増に伴いまして、国からの収入見込額に合わせ、補正するものでござい

ます。 

続きまして、参考資料６ページの健康福祉部の続きの上から３段目を御覧ください。社会事業

費寄附金につきまして、障害福祉課の所管分は、寄附者株式会社アモダ様の３００万円を収入額

に合わせ補正するものでございます。 

以上で、障害福祉課の説明を終わります。 

執行部  それでは続きまして、介護保険課の所管分について説明いたします。 

歳出について、参考資料１４ページの下から２段目を御覧ください。 

介護保険事業費の老人福祉対策経費について、１７０万円を増額補正するものです。これは社

会福祉法人が実施する低所得者に対する介護サービスの利用者負担減免措置件数の増に伴い、補

正するものです。 

続きまして、その下１４ページの最下段を御覧ください。 

介護保険事業会計繰出金について、７６８万２，０００円を増額補正するものです。これは令

和７年度人事院勧告に伴う給料改定等による介護保険事務に従事する職員手当等の増額に合わせ、

介護保険事業会計へ繰り出すものです。 

次に、歳入について説明いたします。 

参考資料６ページを御覧ください。 

上から２段目の介護保険事業費補助金について、１２７万５，０００円を増額補正するもので

す。これは先ほど御説明した歳出の老人福祉対策経費１７０万円の増額補正に伴い、県からの  
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補助金、補助率４分の３の見込額を補正するものです。 

以上で、介護保険課の説明を終わります。 

執行部  続きまして、健康増進課の所管分について、歳出から御説明いたします。 

参考資料１６ページ、上から３段目を御覧ください。保健センター管理経費について８４万５，

０００円を増額補正するものです。これは空調機器に係るガス代について、所要見込額に合わせ

補正するものです。 

続いて、４段目を御覧ください。国庫返還金について、１，３０３万円を増額補正するもので

す。これは令和６年度感染症予防事業費等補助金、令和５年度繰越分の新型コロナワクチン接種

対策費負担金及び新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金の精算に伴い、所要見込額に合

わせ補正するものです。 

続いて、５段目を御覧ください。県費返還金について、３４万８，０００円を増額補正するも

のです。これは令和６年度予防接種事故対策補助金の精算に伴い、所要見込額に合わせて補正す

るものです。 

続いて、６段目を御覧ください。国庫返還金について、４０万８，０００円を増額補正するも

のです。これは令和６年度感染症予防事業費等補助金の精算に伴い、所要見込額に合わせ補正す

るものです。 

続いて、７段目を御覧ください。県費返還金について、９，０００円を増額補正するものです。

これは令和６年度健康増進事業費補助金の精算に伴い、所要見込額に合わせ補正するものです。 

次に、歳入について御説明いたします。 

参考資料６ページ、上から３段目を御覧ください。 

社会事業費寄付金について、健康増進課の所管分ですが、寄附者明治安田生命保険相互会社様

の８３万５，３８７円を収入額に合わせ、補正するものです。 

以上で、健康増進課の説明を終わります。 

執行部  それでは、保険年金課の所管分について歳出から説明いたします。 

参考資料１４ページの上から４段目を御覧ください。後期高齢者医療会計繰出金について、７

９万７，０００円を増額補正するものです。これは、令和７年度人事院勧告に伴う給料表の改定

等に伴い、後期高齢者医療事務に従事する正規職員の職員手当等に不足が見込まれることから、

不足見込額の財源として、後期高齢者医療会計へ繰り出すものです。 

参考資料１６ページの１段目を御覧ください。国民年金総務経費について、４２万７，０００

円を増額補正するものです。これは令和７年度税制改正により、特定親族特別控除が創設される

ことに伴い、国民年金保険料の免除基準の算定方法見直し等に対応するため、国民年金事務シス

テムの改修が必要なことから、所要見込額に合わせ、補正するものです。 

２段目を御覧ください。国民健康保険事業会計繰出金１，４４６万３，０００円を減額補正す
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るものです。このうち、職員給与費等繰出分４５万２，０００円の増額については、令和７年度

人事院勧告に伴う給料表の改定等に伴い、国民健康保険事務に従事する会計年度任用職員の報酬

等に不足が見込まれることから、不足見込額の財源として、国民健康保険事業会計へ繰り出すも

のです。また、財政安定化支援事業繰出分１，３９９万８，０００円の減額及び国保負担軽減対

策繰出分９１万７，０００円の減額については、決算見込額に合わせ、それぞれ減額補正するも

のです。 

次に、歳入について説明いたします。 

参考資料５ページ、健康福祉部の欄の上から６段目を御覧ください。 

基礎年金事務費委託金について、４２万７，０００円の増額補正するものです。これは先ほど

御説明しました、国民年金事務システムの改修に伴う国庫支出金について、収入見込額に合わせ、

補正するものです。 

続いて、参考資料６ページの１段目を御覧ください。 

国民健康保険負担軽減対策費負担金について、４５万９，０００円を減額補正するものです。

これは福祉医療の実施に伴い、国庫負担減額調整措置により減額された国庫負担の額の２分の１

を山口県が補塡するものですが、令和６年度実績額に合わせ、減額補正するものです。 

以上で、健康福祉部の説明を終わります。 

御審査のほど、よろしくお願いします。 

会 長（城美  暁 君）  以上で、説明は終わりました。 

健康福祉部の担当部分について、質疑はありませんか。三好分科員。 

分科員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。参考資料１６ページの予防費ですが、

補正ということで、ワクチン接種費が補正されたということは接種数が減ったということになる

のですか。 

執行部  こちらは国庫返還金と県費返還金になります。これは、令和６年度の接種見込みを、

令和６年度当初見込んだ額で補助を受けておりましたけれども、当初の見込数より接種者が減っ

たということにより返還をするということでの補正になります。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。笠井分科員。 

分科員（笠井 泰孝 君）  参考資料１５ページなのですが、福祉タクシーは多分市内あちこ

ちでたくさんの方が関わっていらっしゃると思いますけれども、タクシーを申し込んでもなかな

か来てくれないというのを私は聞いています。要するに、必要なところとそうではないところ等

で余っているタクシーとかがあるのかなと思って、その辺の融通というのが今できているのかど

うか確認したいのですが。 

執行部  今の御質問なのですが、市内のタクシーの状況は市が把握できてはおりません。この

制度につきましては、この福祉タクシー券を使えるタクシーということで市に登録申請をしたタ
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クシーを利用する方に補助するというものではございます。 

ただ、実態については、申し訳ございません。把握できておりません。 

会 長（城美  暁 君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、健康福祉部の所管分については、これで終わ

ります。 

以上で、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち本分科会が担当す

る部分の審査は終わりました。 

                                             

会 長（城美  暁 君）  次に、議案第９８号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正

予算（第２回）を議題とします。 

 執行部の説明を求めます。 

執行部  議案第９８号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第２回）についてで

すけれども、すでに予算決算委員会前期全体会でも御説明を申し上げましたが、人事院勧告に伴

う給料改定等に合わせ、８７２万４，０００円の増額補正をするものです。 

御審査のほどよろしくお願いいたします。 

会 長（城美  暁 君）  以上で、説明は終わりました。 

質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、以上で、議案第９８号令和７年度宇部市介護

保険事業特別会計補正予算（第２回）の審査は終了しました。 

                                               

会 長（城美  暁 君）  それでは次に、議案第９９号令和７年度宇部市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２回）を議題とします。 

執行部の説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第９９号令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

回）についてですけれども、こちらについてもすでに予算決算委員会前期全体会で御説明したと

おりでございますが、人事院勧告に伴う給料改定、それから山口県国民健康保険団体連合会から

の通知に伴う療養費負担金に合わせ、７１５万２，０００円を増額補正したものです。 

御審査のほどよろしくお願いいたします。 

会 長（城美  暁 君）  以上で、説明は終わりました。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



 - 16 - 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、以上で、議案第９９号令和７年度宇部市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２回）の審査は終了いたしました。 

                                             

会 長（城美  暁 君）  次に、議案第１００号令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２回）を議題とします。 

執行部の説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第１００号令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

回）についてですが、これにつきましても、予算決算委員会前期全体会で御説明のとおり、人事

院勧告に伴う給料改定等に合わせ、７９万７，０００円を増額補正するものです。 

御審査のほどよろしくお願いいたします。 

会 長（城美  暁 君）  以上で、説明は終わりました。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（城美  暁 君）  ないようですので、以上で、議案第１００号令和７年度宇部市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）の審査は終了しました。 

これで、本分科会の審査は全て終了しました。 

                                                   

会 長（城美  暁 君）  以上で、予算決算委員会文教民生分科会を散会します。 

   午後３時５分散会    

                                             

令和７年１２月１５日 

 

                     文教民生分科会会長  城 美   暁 
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宇 部 市 議 会 産 業 建 設 分 科 会 会 議 録 

 

 

１ 日  時  令和７年１２月１５日（月） 

午前１１時３分から午後零時３２分まで 

２ 場  所  第２委員会室 

３ 事  件    

（１）議案第１０１号 令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１回） 

    （２）議案第１０２号 令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算 （第１回）   

（３）議案第９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）  

  （４）議案第１０３号 令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回） 

  （５）議案第１０４号 令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回） 

４ 出席分科員（８名） 

会  長  志 賀 光 法 君    副 会 長  甲 谷 理 温 君 

分 科 員  芥 川 貴久爾 君    分 科 員  岩 村   誠 君 

分 科 員  河 崎   運 君    分 科 員  真 宅 宣 昭 君 

分 科 員   山 下 則 芳 君    分 科 員  吉 松   剛 君 

５ 欠席分科員（１名）      

分 科 員  荒 川 憲 幸 君 

６ その他の出席者（０名） 

７ 説明のため出席した者 

（１）議案第１０１号 令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１回） 

産業経済部 

部    長  林   孝 之 君    次    長  村 岡 和 弘 君 

次 長  久 村 和 行 君    卸売市場長  石 原 貴 裕 君 

卸売副市場長  近 藤 孝 男 君 

（２）議案第１０２号 令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回） 

産業経済部 

部    長  林   孝 之 君    次    長  村 岡 和 弘 君 

次 長  久 村 和 行 君    農林整備課長  元 井 繁 樹 君 

農林整備課副課長  大 道 浩 史 君    農林整備課農業集落排水係長  田 代 克 己 君 

（３）議案第９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回） 

①産業経済部 
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部    長  林   孝 之 君    次    長  村 岡 和 弘 君 

次 長  久 村 和 行 君    産業政策課長  野 村 康 雄 君 

産業政策課副課長  上 田 梨 恵 君 

②都市政策部 

部    長  磯 中 克 文 君    次    長  渡 辺 一 正 君 

中心市街地活性化推進課長  上 田 靖 之 君    中心市街地活性化推進課副課長  安 部 達 也 君 

住宅政策課長  上 原   学 君    住宅政策課副課長  渡 邉 哲 文 君 

新庁舎建設課長  紅 野   覚 君    新庁舎建設課副課長  山 本 郁 江 君 

新庁舎建設課副主幹  盛 重 佳 孝 君    公園緑地課長  青 山   剛 君 

公園緑地課副課長  河 村 芳 紀 君    公園緑地課副課長  大 島 隆 史 君 

都市計画課都市計画係長  三 井 宏 之 君 

③観光スポーツ文化部 

部    長  青 山 佳 代 君    次    長  森 本 哲 也 君 

次    長  白 井 幸 雄 君    観光交流課長  林   美 佐 君 

観光交流課副課長  河 野 祐 治 君    ときわ公園企画課長  山 田 将 司 君 

ときわ公園企画課副課長  上 原 貴 文 君    ときわ公園企画課副課長  酒 井 恵 一 君 

ときわ公園整備課長  金 子   豊 君    ときわ公園整備課副課長  岡 本 隆 志 君 

ときわ公園整備課維持管理係長  酒 野 晃 一 君 

  ④土木建設部 

部    長  宗 野 行 展 君    次    長  國 司 哲 也 君 

土木河川課長  河 口   力 君    土木河川課副課長  藤 永 和 弘 君 

道路整備課長  中 村 伸 一 君     道路整備課副課長  田 中 祐 治 君 

道路整備課副課長  小 林 千 晃 君    下水道経営課長  若 崎 真 和 君 

下水道経営課副課長  岡 本 浩 之 君    下水道経営課財政係長  山 根 純 子 君 

下水道整備課長  藤 田 重 治 君    下水道整備課副課長  田 丸   聡 君 

下水道施設課長  姫 田 剛 志 君    下水道施設課副課長  友 末 健 治 君 

（４）議案第１０３号 令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回） 

土木建設部 

部    長  宗 野 行 展 君    次    長  國 司 哲 也 君 

下水道経営課長  若 崎 真 和 君    下水道経営課副課長  岡 本 浩 之 君  

下水道経営課財政係長  山 根 純 子 君    下水道整備課長  藤 田 重 治 君 

下水道整備課副課長  田 丸   聡 君    下水道施設課長  姫 田 剛 志 君 

下水道施設課副課長  友 末 健 治 君 
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（５）議案第１０４号 令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回） 

局    長  秋 田 浩 二 君    副 局 長  中 村 浩 二 君 

次    長  石 川 一 清 君    次    長  濱 原 資 彦 君 

財 務 課 長  礒 部   覚 君     財務課副課長  久 保   孝 君 

財務課財政係長  松 井 宏 修 君 

８ 事務局職員出席者 

書    記   真 鍋 幸 恵 君 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午前１１時３分開会 ─── 

会 長（志賀 光法 君）  ただいまから、予算決算委員会産業建設分科会を開きます。 

これより、本分科会に送付されました補正予算案の審査を行いますが、分科会においては、議

案に対する質疑のみを行い、討論及び採決は、行わないこととなっておりますので、あらかじめ

御了承をお願いいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  それでは、議案第１０１号令和７年度宇部市中央卸売市場事業特

別会計補正予算（第１回）を議題といたします。 

説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第１０１号令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第

１回）について御説明申し上げます。 

詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしく御審査のほどお願い申し上げま

す。 

執行部  卸売市場の石原です。よろしくお願いいたします。 

それでは、令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１回）について説明をさ

せていただきます。 

まず、歳出のほうから説明をさせていただきます。 

特別会計補正予算書の９４ページと９５ページを御覧ください。 

この補正は、人事院勧告に伴い増額となります給与や職員手当等、共済費などにかかる歳出予

算を補正するもので、それぞれの所要見込額に合わせて、４２３万７，０００円の増額補正とな

ります。 

その財源の内訳としまして、特別会計内の一般財源となる部分が２９６万６，０００円、一般

会計からの繰入金が１２７万１，０００円となります。 

続いて、特別会計補正予算書の９６ページと９７ページを御覧ください。 

特別会計内で、歳入額と歳出額を同額とするための予備費につきまして、先ほどの特別会計内
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の一般財源分として増額補正した２９６万６，０００円を減額補正しております。 

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。 

特別会計補正予算書の９２ページと９３ページを御覧ください。 

先ほどの歳出で説明しました一般会計繰入金の１２７万１，０００円を増額補正しております。 

以上で、資料の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、以上で、議案第１０１号令和７年度宇部市中

央卸売市場事業特別会計補正予算（第１回）の審査は終了いたしました。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  次に、議案第１０２号令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補

正予算（第１回）を議題といたします。 

説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第１０２号令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１

回）について御説明申し上げます。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしく御審査のほどお願い申し上げ

ます。 

執行部  農林整備課の元井です。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１０２号令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回）につい

て御説明いたします。 

まず、補正予算書の３ページを御覧ください。 

第２条では、予算第３条で定めた収益的収入及び支出について、人件費や関係する収入及び支

出額を、実施見込みに合わせて補正するものです。 

収入につきましては、営業外収益の一般会計補助金の増額により、農業集落排水事業収益を６

７万２，０００円増額し、２億７，０２５万８，０００円とするものです。 

一方、支出につきましては、営業費用の給与等の増額により、農業集落排水事業費用を６７万

２，０００円増額し、２億７，０２５万８，０００円とするものです。 

続きまして、第３条では、予算第４条の２で定めた特例的収入及び支出について、令和７年３

月に打切決算を行った農業集落排水事業特別会計から引き継いだ未収金及び未払金について、決

算額に合わせ、それぞれ６，４２８万２，０００円及び３，１９９万６，０００円に改めるもの

です。 
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次に、第４条では、予算第５条で定めた一時借入金について、支出の規模に合わせ、８，００

０万円増額し、限度額を１億円とするものです。 

次に、補正予算書の４ページを御覧ください。 

第５条では、予算第７条で定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費につい

て、職員給与費を６７万１，０００円増額し、２，９６３万６，０００円とするものです。 

次に、第６条では、予算第８条に定めた他会計からの補助金について、一般会計から補助を受

ける金額を６７万２，０００円増額し、２億６，７７７万２，０００円とするものです。 

なお、５ページ以降には財務諸表等をお示ししております。 

御説明は、以上となります。 

御審査をよろしくお願いいたします。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、以上で、議案第１０２号令和７年度宇部市農

業集落排水事業会計補正予算（第１回）の審査は終了いたしました。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  次に、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４

回）のうち、本分科会が担当する部分を議題といたします。 

一般会計補正予算については、担当部局ごとに説明を聴取し、質疑を行いたいと思います。 

では、産業経済部の担当部分を議題といたします。 

御説明をお願いいたします。 

執行部  それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち、産業

経済部に係る部分について御説明申し上げます。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしく御審査のほどお願い申し上げ

ます。 

執行部  農林整備課の元井です。引き続き、よろしくお願いいたします。 

それでは、農林整備課の所管分について、お手元の参考資料に沿って御説明いたします。 

まず、歳出についてですが、補正予算参考資料の２０ページを御覧ください。 

産業経済部の１番上の段、農産物対策費の有害鳥獣捕獲対策経費についてですが、これは、捕

獲鳥獣に対する費用を所要見込額に合わせ、有害鳥獣捕獲員報酬を１６万円、有害鳥獣捕獲対策

費補助金を４８４万円、合わせて５００万円を増額するものです。 

次に、２段目の農地費の農地整備推進経費についてですが、これは災害等による公用車の出動

回数の増に伴い、燃料費を所要見込額に合わせて、２６万円を増額するものです。 
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次に、３段目の農業集落排水対策費の農業集落排水事業会計負担金についてですが、これは農

業集落排水事業会計における職員給与費等の増に伴い、一般会計からの負担金６７万２，０００

円を増額するものです。 

次に、１番下の段、農林水産施設現年災害復旧費についてですが、これらは、令和７年８月の

豪雨災害による被災箇所の復旧を行うため、所要見込額に合わせ、２，５２０万円を補正するも

のです。 

内訳としまして、令和７年農地災害復旧事業費については、国の補助事業となる農地災害復旧

工事を８００万円、地元が事業主体の復旧工事への補助金として小額災害復旧事業費補助金を１

００万円、合計９００万円を補正するものです。 

また、その下の令和７年農業施設災害復旧事業費については、国の補助事業となる農業施設災

害復旧工事を１，２００万円、地元が事業主体の復旧工事への補助金として小額災害復旧事業費

補助金を４２０万円、合計１，６２０万円を補正するものです。 

続きまして、歳入について御説明いたします。 

補正予算参考資料の８ページを御覧いただけますか。 

産業経済部の１番上の分担金及び負担金ですが、これは先ほど歳出で御説明しました災害復旧

工事の財源となる地元負担金です。上の段が、農地災害復旧工事に伴うもので２００万円、下の

段が農業施設災害復旧工事に伴うもので１４４万円、合計３４４万円を補正するものです。 

次に、２段目の国庫支出金ですが、これも先ほど歳出で御説明しました、災害復旧工事の財源

となる国庫支出金です。上の段が、農地災害復旧工事に伴うもので４００万円、下の段が農業施

設災害復旧工事に伴うもので７８０万円、合計１，１８０万円を補正するものです。 

次に、３段目の市債についてですが、これも先ほど歳出で御説明いたしました災害復旧工事の

財源となる市債で、発行見込額４２０万円を補正するものです。 

以上で、農林整備課の説明を終わります。 

執行部  卸売市場の石原です。よろしくお願いします。 

それでは、卸売市場の所管分について、お手元の補正予算参考資料に沿って御説明させていた

だきます。 

補正予算参考資料の２０ページを御覧ください。 

資料の中ほどになりますが、目が商工総務費の補正額１２７万１，０００円についてです。 

これは、先ほども御説明しました中央卸売市場事業特別会計において、人事院勧告により給与

や職員手当等、共済費などに係る歳出が増額補正となることに伴い、その増額分に対する一般会

計からの繰出金を増額補正するものです。 

以上で、卸売市場の説明は終わります。 

執行部  産業政策課の野村です。よろしくお願いいたします。 
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それでは、産業政策課所管分の補正予算について御説明をいたします。 

補正予算参考資料の２０ページを御覧ください。 

産業経済部の表の下から３段目、目が中小企業対策費の中小企業金融対策経費の補正額１，８

９８万８，０００円について御説明をいたします。 

これは、市事業資金融資制度を活用する事業者に対する保証料補給金を所要見込額に合わせ補

正するものでございます。 

以上で、産業政策課の説明を終わります。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

産業経済部担当部分について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、産業経済部担当分についてはこれで終わりま

す。 

産業経済部の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  次に、都市政策部の担当部分を議題といたします。 

都市政策部の説明を求めます。 

執行部  それでは、今回の補正予算のうち、都市政策部が所管する予算の補正内容について、

お手元の補正予算参考資料に沿って御説明をさせていただきます。 

本日の説明は、都市政策部所管分まとめて御説明した後に、質疑応答に移らせていただくこと

でよろしいでしょうか。 

それでは、担当課長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 

執行部  中心市街地活性化推進課、上田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

中心市街地の補正内容についてですが、まず、歳出の内容について御説明いたします。 

お手元の補正予算参考資料の２１ページをお開きください。 

表の最上段の都市政策部の目、まちづくり推進事業費について、常盤通りにぎわい交流拠点利

活用事業費４億２，３６６万１，０００円、そして、同じページの表の３段目でございますが、

まちなかウオーカブル推進事業費８，５９２万７，０００円を、それぞれ増額するものです。 

これは、両事業とも事業費の年度間調整に伴いまして、当初は令和８年度に整備を予定してい

た事業について、令和７年９月に国から事業前倒しに伴う国費の追加執行可能額の調査があった

ことから、追加執行予定額に合わせて令和７年度へ前倒しするものです。 

詳細につきましては、別で配布しております産業建設委員会分科会配布資料の２ページを御覧

ください。 

こちらは、常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業の補正額の説明となります。 
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上段のグラフは補正前ですが、赤枠の部分が令和７年度の当初予算２０億３，２５２万２，０

００円で、右側の８億１４９万円が令和８年度の計画予算を示しております。グラフに記載され

ている額は、都市政策部が担当するくつろぎ交流機能部分、そして、こども未来部が担当する子

育て支援機能部分を合算したもので、右横にそれぞれの額を併記しております。 

下段のグラフは、補正後の令和７年度予算という形になりまして、赤枠で表記している額３２

億４，８０２万２，０００円を示しておりますが、これは令和８年度に整備を予定していた事業

を、国費の追加執行見込額に合わせて、令和７年度へ前倒ししたものに加えまして、１番右のオ

レンジの部分の物価高騰等による増額分４億６，９１８万５，０００円を合計したものとなって

おります。 

なお、物価高騰等による増額分につきましては、補正予算参考資料最後の第２表債務負担行為

補正の説明時に改めて御説明させていただきますので、こちらでは次のことを説明させていただ

きます。 

令和７年度当初予算との差額１２億１，５５０万円が今回の施設全体の補正額となっておりま

す。このうち、４億２，３６６万１，０００円が、さきに説明しました都市政策部が担当するく

つろぎ交流機能部分に該当するものとなっております。 

次に、産業建設委員会分科会配布資料の３ページを御覧ください。 

こちらは、まちなかウオーカブル推進事業の補正額の説明となります。 

同じく上段のグラフが補正前で、赤枠部分令和７年度の当初予算１億６，７６２万２，０００

円と、右側が令和８年度の計画上の予算８，５９２万７，０００円を示しておりまして、下段の

グラフが、補正後の令和７年度予算全体の２億５，３５４万９，０００円を示しております。こ

の下段のグラフが、令和８年度に整備する予定だったものを、国費の追加執行見込額に合わせ、

令和７年度に前倒しするものでありまして、令和７年度当初予算との差額８，５９２万７，００

０円が、このたびの補正額となっております。 

次に補正予算参考資料にまた戻りまして、歳入について御説明いたします。 

補正予算参考資料の８ページをお開きください。 

ページ後半の部分の、都市政策部の国庫支出金の３段目になります。 

こちらの５３都市構造再編集中支援事業費補助金につきまして、３億１，０６３万５，０００

円のうち、先ほど説明しました歳出の事業費に伴いまして、当課担当分としましては、その収入

見込額に合わせました２億２，５６３万５，０００円を補正するものです。 

引き続き、補正予算参考資料の９ページをお開きください。 

都市政策部の続きの部分で、市債の最下段部分、８０都市再生整備事業債についてですが、同

じく、３億２，３４０万円のうち、さきに説明しました歳出の事業費に伴い、その発行見込額に

合わせまして、２億４，６９０万円を補正するものです。 
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続きまして、補正予算参考資料の２４ページをお開きください。 

こちらは先ほど申しました、第２表債務負担行為補正の追加についての御説明をさせていただ

きます。 

表の左側に都市政策部と書いております５段目の、常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業です

が、令和８年度に１億８，７６７万４，０００円を計上しております。 

これは、急激な物価高騰や設置する設備の基準改定に伴いまして、施設整備契約の金額を増額

変更する必要があります。その契約手続を行うに当たりまして、予算措置が必要ということで、

執行予定額の債務負担行為を計上しているというものになります。 

こちらの詳細につきましては、また産業建設委員会分科会配布資料になりますが、４ページを

お開きください。 

まず、常盤通りにぎわい交流拠点の施設整備契約の増額について御説明をいたします。 

上のほうにあります１のインフレスライド（物価高騰）による増額につきまして、こちらは事

業者が令和５年４月の提案をしてきている段階から、今までの２年と半年ちょっとたっています

が、２年と半年の間に物価高騰により増額となるものでありまして、４億４，２７８万５，００

０円となっております。２の基準等改定に伴う増額につきましては、施設整備契約以降に、その

設備機器等の基準改定に伴い増額となるものでありまして、２，６４０万円となっております。 

これらの２つを合計した４億６，９１８万５，０００円が全体の増額金額となりまして、その

うち都市政策部が担当するくつろぎ交流機能の部分に当たるものが、１億８，７６７万４，００

０円となります。残りの２億８，１５１万１，０００円は、こども未来部の担当分ということに

なります。ただいま御説明しました４億６，９１８万５，０００円が、施設整備契約全体で増額

する金額ということになります。 

このため下段に記載しておりますように、施設整備契約の金額につきましては、現契約が３３

億３，９８２万円、こちらから３８億９００万５，０００円への変更契約の手続が必要となりま

す。今回、この契約手続に先立ちまして予算措置が必要となりますので、執行予定額４億６，９

１８万５０００円を債務負担行為に計上しているという形でございます。このうちの都市政策部

の担当分が、先に御説明しました１億８，７６７万４，０００円となっております。 

なお、ただいま説明しました施設整備契約の変更契約につきましては、産業建設委員会分科会

配布資料の４ページにも書いておりますように、令和８年３月議会において議案を上程する予定

としておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

中心市街地活性化推進課が所管する予算の補正内容は、以上となります。 

執行部  新庁舎建設課長の紅野と申します。 

それでは、新庁舎建設課の補正内容につきまして御説明させていただきます。よろしくお願い

します。 
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初めに歳出の内容について御説明いたします。 

お手元の補正予算参考資料の２１ページをお開きください。 

表の最上段、都市政策部の目、まちづくり推進事業費の２つ目、市役所周辺地区整備事業費を

１億７，０００万円増額しています。 

これは、中心市街地活性化推進課の補正内容でも説明がございました、都市構造再編集中支援

事業費補助の事業費の年度間調整に伴うもので、当初は、令和８年度に予定していた、真締川公

園の右岸側の整備につきまして、国から事業前倒しに伴う国費の追加執行可能額の調査があった

ことを受けまして、その追加執行予定額を令和７年度へ前倒しするものです。内容としましては、

真締川公園右岸の樹木撤去業務委託料８００万円、整備工事１億６，２００万円の増額となりま

す。 

次に、歳入について御説明いたします。 

補正予算参考資料の８ページをお開きください。 

２段目が都市政策部となっています。新庁舎建設課としては、表の１番目、国庫支出金の１つ

目の、８８都市構造再編集中支援事業費補助金３，２５５万１，０００円を減額。３つ目の、５

３都市構造再編集中支援事業費補助金３億１，０６３万５，０００円のうち、８，５００万円を

増額しています。 

次に、表の３番目、繰入金の庁舎建設基金繰入金５，８０５万１，０００円を増額。 

次に、９ページの表で市債の１つ目、本庁舎建設事業債２，５５０万円を減額。４つ目の都市

再生整備事業債３億２，３４０万円のうち、７，６５０万円を増額しています。 

これらは歳出で説明いたしました市役所周辺地区整備事業費の増額補正及び、令和７年度の国

費が要望額に満たなかったことによる継続費、新庁舎２期棟建設事業の財源更正に伴い国庫支出

金、繰入金及び市債をそれぞれ補正するものです。 

新庁舎建設課の所管する予算の補正内容の説明は、以上となります。 

執行部  公園緑地課の青山です。よろしくお願いいたします。 

公園緑地課の所管する予算の補正内容について、歳出から御説明をさせていただきます。 

補正予算参考資料の２１ページをお開きください。 

歳出の内容につきましては、表２番目の目、公園整備事業費の公園施設等整備事業費を３，０

００万円増額しています。 

これは、老朽化した遊具の更新を行う事業費の年度間調整に伴い、当初は、令和８年度に整備

を予定していた事業について、令和７年９月に国から事業前倒しに伴う国費の追加執行可能額の

調査があったことから、その追加執行予定額に合わせ、令和７年度へ前倒しをするものです。 

次に、戻りまして、歳入について御説明いたします。 

補正予算参考資料の８ページをお開きください。 
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２段目が都市政策部となっています。表の１番目、国庫支出金の２つ目、３０社会資本整備総

合交付金を１，５００万円増額しています。 

次に、補正予算参考資料の９ページをお開きください。 

市債の２つ目、公園整備事業債を１，３５０万円増額しています。 

これらは先ほど歳出で御説明いたしました、公園施設等整備事業費の補正に伴い、所要見込額

として、国庫支出金及び市債をそれぞれ補正するものです。 

続きまして、補正予算参考資料の２４ページをお開きください。 

第２表、債務負担行為補正、１、追加について御説明いたします。 

表の６段目、宇部市都市公園指定管理料ですが、これは、産業建設委員会で御説明いたしまし

た中央公園の指定管理に係る指定管理料となります。期間は令和８年度から令和１２年度までの

５年間で、限度額として２，０６７万５，０００円を補正するものです。 

公園緑地課の所管する予算の補正内容は、以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

執行部  住宅政策課の上原です。よろしくお願いします。 

住宅政策課の補正内容について、御説明をさせていただきます。 

初めに、歳出について御説明いたします。 

お手元の補正予算参考資料の２１ページを御覧ください。 

都市政策部の１番下、表の目、住宅管理費の住宅管理経費を１，８４０万円増額をしています。 

これは現在進めております西岐波団地内の市道整備事業の進捗を図るため、市道の整備に伴う

建物の解体工事を行う必要があることから、これに伴い補正をするものです。 

次に、歳入について御説明いたします。 

補正予算参考資料の８ページを御覧ください。 

２段目が都市政策部となっております。表の款又は目、財産収入のその他不動産売払収入を９

５８万９，０００円増額しています。これは、歳出において計上しました西岐波団地内の市道整

備に伴う建物解体費用の補償金を補正するものです。 

続いて、補正予算参考資料の９ページを御覧ください。 

１段目が都市政策部の続きとなっておりますが、表の款又は目、市債の市営住宅建設事業債を

８８０万円増額しています。これは、西岐波団地内の市道整備に伴う建物解体工事の財源となる

追加発行市債の見込額に合わせ補正をするものです。 

次に、債務負担行為について御説明をいたします。 

補正予算参考資料の２４ページを御覧ください。 

表の下から３番目、宇部市営住宅等指定管理料になります。期間は、令和８年度から令和１２

年度までの５年間で、限度額として１０億４，１０５万４，０００円に指定管理料スライド制度
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による増額分を加算した額を追加するものです。 

住宅政策課の所管する予算の補正内容は、以上となります。 

よろしくお願いします。 

執行部  都市政策部が所管する予算の補正内容の説明は、以上となります。 

御審査のほどよろしくお願いいたします。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

都市政策部の担当部分について、質疑はありませんか。岩村分科員。 

分科員（岩村  誠 君）  補正予算参考資料の８ページの予算書のページ２４から２５とい

うところの財産収入で、その他不動産売払収入は、具体的にどのようなものか教えていただけれ

ばと思います。 

執行部  こちらは、売却による収入ではございません。 

西岐波団地の市道整備に伴い建物の解体の補償として受け取る収入になります。西岐波団地に

つきましては解体を年次的に進めているところですけれども、解体とあわせて、周辺地域の利便

性やアクセス性向上のため、団地内の市道整備を年次的に進めています。 

市道整備に当たりまして、西岐波団地の建物の除却が必要となりますことから、解体に伴う費

用の補償が道路事業者から行われます。今回、この補償費の割当てが増額されることとなったた

め、補正をするものです。 

以上です。 

分科員（岩村  誠 君）  なかなか慣れてなくて不勉強で、道路事業者とは、もっと分かり

やすく教えてください。 

執行部  このたび市道の整備となりますので、市の道路整備課から補償をされます。 

 以上です。 

分科員（岩村  誠 君）  パズルみたいなことを言って申し訳ないのですれども、そうする

と、この収入の補正に対する支出がどこか出ているということでしょうか。よく分かりやすく教

えていただきたいと思うのですけれども。 

執行部  支出といいますのが……。 

会 長（志賀 光法 君）  多分、建物補償なので、老朽化した西岐波団地ではなくて、今現

状使える団地であって、新たにまた建て替えとかという、そういう意味ではないですか。 

ほかにできるとか、そういう補償ということで、どういう意味か明確にしてあげてください。 

分科員（岩村  誠 君）  先ほど言った補償の金額が、今、道路整備課から、ここに収入と

して入っている。道路整備課とは、宇部市の道路整備課ですか。 

執行部  そのとおりでございます。 

分科員（岩村  誠 君）  それであれば、ここに収入として入れているということは、今回
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道路整備課から予算書に支出が出ているということですか。何かパズルみたいなことを言って大

変申し訳ないのですけれども。教えていただければと思います。 

執行部  道路整備課としては今年度当初予算をとっております部分のうちから、こちらのほう

に補償金を振り替えたといいますか……。 

執行部  なかなか話が分かりにくいのですけれども、西岐波団地の中に、道路の線形が悪かっ

たり幅員が狭かったりするので、まず市道を整備する計画があります。道路を整備するときには、

そこに支障のある建物があった場合には、建物をのけてもらう補償金が出ます。その補償金を今

回充てようとしているのですけれども、道路事業は国の補助金が充てられるのですけれども、全

体として国の補助金を取って予算を組んでいまして、その中でいろいろ入札減があったり、いろ

いろな事情があって調整をしながらやっている中で、この西岐波団地の市道の事業に割当てられ

るものができたので、事業の進捗を図るために解体を進めていこうと。 

ですから、道路事業の中から補償金が入ってきますけれども、支出でいうと、補正予算参考資

料２１ページの住宅管理費という中の１，８４０万円の解体工事の中の財源に充てていくことに

なります。ですから、事業間で補償をしているというような形になります。 

だから、宇部市から宇部市へと何かちょっと変な感じがしますけれども、事業ごとに縦割りに

なっているというようなイメージを持っていただくと分かりやすいのかなと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

分科員（岩村  誠 君）  要は、こういう……ちょっと今回勉強不足だったら大変申し訳な

いのですけれども、予算書に出ていたほうが分かりやすいのですが、中でやりくりするのであれ

ば予算書に記載する必要があるかどうかという話です。予算書に出れば、国の予算の中からこれ

だけのお金がここに入ってきたということになると思うのですけれども、もう部内というか中に

あるお金であれば、改めて使い道が変わったという補正のような示し方なのですかね。 

そういうものだなと、一応分かりました。ただ、今パズルのようなことを話させてもらったの

で、内容としては分かりましたので、またお時間があるときに。僕も勉強しておきたいと思いま

す。 

ありがとうございました。 

会 長（志賀 光法 君）  ほかにありませんか。山下分科員。 

分科員（山下 則芳 君）  補正予算で道路整備課から支出が出ているということですよね。 

会 長（志賀 光法 君）  補正ではないですよね。 

執行部  補正ではないですけれども、出る予算を持っているということです。全体枠の中で動

いています。 

分科員（山下 則芳 君）  はい、分かりました。 

会 長（志賀 光法 君）  ほかにありませんか。河崎分科員。 
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分科員（河崎  運 君）  にぎわい交流拠点の費用に関してお伺いしたいと思います。 

産業建設委員会分科会配布資料の２ページに補正後の金額ということで、１２億円ほど補正し

て、トータルで３２億４，８００万円ということになっております。教えてほしいのは、今回の

施設、隣のところが炭鉱跡で、かなり時間がかかっていると聞いていたのですけれども、国の予

算がついたということで前倒しということなのでしょうけれども、工期的に遅れないかというこ

とが１つ目。 

もう１つは、令和７年度はここに載っていますが、令和５年度、令和６年度の事業費。 

そして、産業建設委員会分科会配布資料の４ページ、最後の債務負担行為のところに令和８年

度以降の金額が、３８億円と４７億円とあります。事業計画はどうだったかちょっと全体像が見

えないのですけれども、トータルで令和８年度で終わりなのか、令和９年度まであるのであれば、

それらのトータルの事業費を教えてほしいのですが。 

執行部  まず、工期の遅れというところでございますが、国からの今回補正予算としてあげて

いますが、国の追加の執行可能額を今要望している状況でございまして、その全額がつく前提で

今回の補正をさせていただいているものとしてお話をさせていただきます。 

要望額の全額つく中で工事を行っていく、もしくは、もし要望額がつかなかった場合は、令和

８年度予算を当然取りにいかないといけませんので、予算を取った上で、もう令和８年度には建

物は完成させるという形で考えておりますので、まず工期の遅れは今の段階ではないという形で

ございます。 

そして、２つ目の、令和５年度、令和６年度の事業費なのですけれども、今、全体でいきまし

て、５億６，０００万円ぐらいが令和５年度、令和６年度で執行しているというような形でござ

います。 

会 長（志賀 光法 君）  総予算のトータルはどうですか。 

執行部  今の契約上は、こちら書いてございます３３億３，９８２万円が、現段階では契約を

しているトータル金額という形で、ここは変わりはないです。これを、次の段階として、３８億

９００万５，０００円に変更契約をしていきたいという形でございます。 

そして債務負担行為のところでございますが、こども未来部の２億８，１５１万１，０００円

と、都市政策部の１億８，７６７万４，０００円、こちらの２つを足した４億６，９１８万５，

０００円を債務負担行為としてあげさせていただき、令和８年度で記載はさせていただいており

ます。令和７年度について、今回補正もさせてはいただくのですが、こちらが全てがつかない可

能性もございますので、債務負担行為を取っておいて、変更契約の予算を確保していくというよ

うな考えで、このような段取りをさせていただいたという形でございます。 

以上でございます。 

分科員（河崎  運 君）  今のこども未来部も含めたところで、総額幾らになるということ
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になりましたかね。 

執行部  全て、今回の補正増額分も含めまして、３８億９００万５，０００円が建設等に係る

部分になります。 

分科員（河崎  運 君）  この、債務負担行為も入れるともっと大きくなりませんかね。３

０何億円ではないです、ここ今……ここの４６億９，０００円というのが債務負担に……。 

会 長（志賀 光法 君）  ４億６，９００……。 

分科員（河崎  運 君）  ４億でした。すみません。全部で、もう一遍お願いします。 

執行部  もう一度現契約のところからお話をさせていただきますと、現契約３３億３，９８２

万円に債務負担行為で追加します、要は増額になる部分４億６，９１８万５，０００円を足しま

して、３８億９００万５，０００円です。これが総額となるという形でございます。 

分科員（河崎  運 君）  ちょっとこの表の見方が分かりづらかったので、３８億円にプラ

スで青色の４７億円とばっかり思っていたので、ちょっと最初から勘違いしていました。 

はい、いいです。 

会 長（志賀 光法 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、都市政策部担当部分については、これで終わ

ります。 

都市政策部の皆様お疲れさまでした。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  予定では観光スポーツ文化部となっておりますが、まだ文教民生

委員会で説明中ということでございますので、先に土木建設部担当部分を議題とさせていただき

ます。 

説明をお願いいたします。 

執行部  それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち、土木

建設部に係る部分について、御説明申し上げます。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

執行部  それでは、土木河川課に関する補正について御説明させていただきます。 

まず、歳出の補正概要としましては、指定水路の擁壁改修に伴う河川整備費、それから、令和

７年８月豪雨災害による災害復旧に伴う土木施設現年災害復旧費について補正するものです。そ

れに伴う歳入を、指定水路の擁壁改修に伴う河川改修事業債、それから、災害復旧に伴う国庫支

出金及び現年災害復旧事業債について補正するものです。 

それでは、歳出について、お手元の補正予算第４回参考資料の２２ページを御覧ください。 

中段の少し下あたりになります。河川整備費が５００万円の増となっております。これは水路
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の側壁撤去整備に伴い、指定水路整備事業費を所要見込額に合わせ補正するものです。 

次に、最下段、土木施設現年災害復旧費が４，６００万円の増となっております。これは、令

和７年８月の豪雨災害による５河川の災害箇所の復旧のため、所要見込額に合わせ補正するもの

です。 

次に、歳入について御説明いたします。 

戻りまして、補正予算参考資料の９ページを御覧ください。 

中段が土木建設部となっております。 

まず、国庫支出金の３，１６８万２，０００円の増のうち、公共土木施設災害復旧費負担金と

して収入見込額に合わせ、３，０６８万２，０００円を補正するものです。また、市債として、

河川改修事業債を５００万円、現年災害復旧事業債を１，５３０万円、合計２，０３０万円を発

行見込額に合わせ補正するものです。 

続きまして、補正予算参考資料の２５ページを御覧ください。 

第３表、地方債補正、１、追加について御説明いたします。 

表の現年災害復旧事業につきましては、限度額１，５３０万円を、河川の現年災害復旧事業債

の増額に伴い追加するものです。 

次に、２、変更について御説明いたします。 

表の５段目、河川改修事業につきましては、所要見込額に合わせ５００万円を増額し、補正後

の限度額を５，６００万円に変更するものです。 

以上で、土木河川課分の説明を終わります。 

執行部  続きまして、道路整備課の所管する補正予算の内容について説明させていただきます。 

お手元の補正予算参考資料の２２ページを御覧ください。 

上から２番目の段、幹線道路整備促進費の幹線道路整備県事業負担金についてです。 

これは、県が管内で実施する令和７年度の県道整備単独事業に対して支出する県への負担金で、

７８５万円の増となっています。令和７年度に県が実施している、県道伊佐吉部山口線ほか４路

線の事業費がこのたび確定したことから、所要見込額に合わせ補正するものでございます。 

次に、１つ下の段になりますが、道路維持費の道路維持管理事業費についてです。内訳として

は、道路維持管理業務に係る委託料が１，６００万円、道路補修にかかる原材料費が３００万円、

計１，９００万円を増額するものでございます。 

それぞれの内容について、少し詳しく説明させていただきます。 

まず、道路維持管理業務に係る委託料についてです。この委託料の主な内容は、緊急を要する

舗装の補修等について、年間を通して専門業者に委託する内容となります。令和７年度上半期ま

での状況として、アスファルト舗装等の補修の緊急対応件数が想定以上となっており、昨年度の

実績、下半期の見通し等を踏まえ、所要見込額に合わせ補正するものでございます。 
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次に、道路補修にかかる原材料費についてです。この原材料費の主な内容は、舗装の穴ぼこ等

の補修に必要となる常温材や砕石等の購入費でございます。自治会に支給している生活道路の補

修等に必要となる資材等の購入費や、これから冬にかけて必要となる道路の凍結防止剤の購入費

もこの中に含まれます。先ほどの道路維持管理業務委託料と同様、令和７年度上半期までの状況

として、舗装の穴ぼこ補修や自治会からの材料支給の要望等が想定以上となっており、昨年度の

実績、下半期の見通し等を踏まえ、所要見込額に合わせ補正するものでございます。 

続いて、その下の生活道路整備事業費についてです。 

この事業は、地元自治会で取り組まれる生活道路の整備費用を助成するもので、４５０万円の

増となっています。令和７年度上半期までの状況として、制度利用件数が想定以上となっており、

昨年度の実績、下半期の見通し等を踏まえ、所要見込額に合わせ補正するものでございます。 

以上で、道路整備課分の説明を終わります。 

執行部  続きまして、下水道整備課に関する補正について御説明させていただきます。 

歳出の補正の概要としましては、浄化槽設置事業費補助金の増に伴う水質汚濁対策費について

補正するものです。これに伴う歳入としましては、国庫支出金について補正するものです。 

それでは、歳出について、お手元の補正予算参考資料の２２ページを御覧ください。 

最上段の水質汚濁対策費が１００万円の増となっております。これは、単独浄化槽から合併浄

化槽への転換に伴う宅内排管工事の申請件数の増により、浄化槽設置事業費補助金を所要見込額

に合わせて補正するものです。 

なお、下から２段目、都市計画総務費８８３万４，０００円の増を計上していますが、人事院

勧告等に伴う職員給与等の増によるもので、下水道事業会計への繰出金となります。こちらにつ

いては、この後で審査していただく議案第１０３号宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）で

詳細に説明させていただきます。 

次に、歳入について御説明いたします。 

お手元の補正予算参考資料の９ページを御覧ください。 

中段、土木建設部のところ、国庫支出金３，１６８万２，０００円の増のうち、循環型社会形

成推進交付金として、収入見込額に合わせ１００万円を補正するものです。 

御説明は、以上となります。 

御審査をよろしくお願いいたします。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

土木建設部の担当部分について、質疑はありませんか。山下分科員。 

分科員（山下 則芳 君）  補正予算参考資料２２ページの、県道整備単独事業の４か所をち

ょっと具体的にどこか教えてください。 

執行部  路線名で言いますと、まず、県道西万倉山陽線、宇部市の浅地というところでござい
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ます。それから、県道江汐公園線、宇部市の船木でございます。それから、県道宇部船木線、こ

れが西宇部でございます。それと、県道伊佐吉部山口線、これが美保でございます。それと単独

街路整備として、管内一円ということで、１件上がってございます。この計５件でございます。 

会 長（志賀 光法 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、土木建設部の担当部分については、これで終

わります。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  次に、議案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算

（第１回）を議題といたします。 

説明を求めます。 

執行部  引き続きまして、土木建設部の補正予算について御説明させていただきます。 

議案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）について、御説明させて

いただきます。 

今回の下水道事業会計の補正は、人事院勧告や人員配置による職員構成の変動等を踏まえ、人

件費を補正するものです。 

詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

執行部  それでは、議案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）に計

上しております主な事項について御説明いたします。 

まず、補正予算書の３ページを御覧ください。 

第２条では、予算第２条に定めた業務の予定量を、（４）主要な建設改良事業のイ、管渠事業

費を９７２万７，０００円減額し、２２億１，５０３万１，０００円とするものです。 

次に、第３条では、予算第３条に定めた収益的収入及び支出について、人件費の実施見込みに

合わせ補正するものです。収入につきましては、営業収益の雨水処理負担金の増額及び営業外収

益の一般会計負担金の増額により、下水道事業収益を８６５万９，０００円増額の６７億６，０

０７万７，０００円とするものです。一方、支出につきましては、営業費用の人件費の補正によ

り、下水道事業費用を１，２８５万３，０００円増額の６６億３，３１７万８，０００円とする

ものです。 

次に、補正予算書の４ページにまいりまして、第４条では、予算第４条に定めた資本的収入及

び支出について、人件費の実施見込みに合わせ補正するものです。収入につきましては、一般会

計出資金の増額により、資本的収入を１７万５，０００円増額の３３億３，４６５万８，０００

円とするものです。一方、支出につきましては、建設改良費の人件費の補正により、資本的支出

を９７２万７，０００円減額の５７億８，２７２万円とするものです。 
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次に、第５条では、予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費

の職員給与費を３２９万６，０００円増額の５億３，３４２万円とするものです。 

次に、第６条では、予算第９条に定めた他会計からの補助金を８８３万４，０００円増額し、

２３億６，３４６万１，０００円とするものです。この８８３万４，０００円の増額は、一般会

計から補助を受ける金額でありまして、先ほど一般会計の補正予算の中で説明した、下水道事業

会計の補正予算で説明するとお伝えした金額に整合するものです。後ほど改めて御説明いたしま

す。 

続きまして、補正予算書の５ページから８ページまでは収益的収入及び支出の費目別の詳細で

あります予算実施計画を、補正予算書の９ページには資本的収入及び支出の費目別の詳細であり

ます予算実施計画を、補正予算書の１０ページには予定キャッシュフロー計算書、補正予算書の

１２ページから１５ページまでは給与費明細書を、補正予算書の１６ページ及び１７ページには

今回の補正に伴う予定貸借対照表を、補正予算書の１８ページにはセグメント情報など注記に関

する事項をお示ししています。 

このたびの予算の補正により、補正予算書の１９ページの予算説明にお示ししていますように、

収益的収支におきまして、当年度純利益は５，６４４万９，０００円となる見込みです。また、

資本的収支におきましては、収入額が支出額に不足する額は２４億４，８０６万２，０００円と

なる見込みですが、これについては、損益勘定留保資金等で補塡することといたしました。 

以上が、議案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）の主な内容であ

ります。 

続きまして、先ほど少し触れましたが、関連のあります議案第９７号令和７年度宇部市一般会

計補正予算（第４回）のうち、都市計画総務費の下水道事業会計負担金について御説明いたしま

す。 

令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）参考資料の２２ページを御覧ください。 

ページの下から２段目の欄になりますが、下水道事業会計における職員給与費等の増に伴い、

下水道事業会計負担金を所要見込額に合わせ、８８３万４，０００円増額するものです。 

説明は、以上となります。 

御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、以上で議案第１０３号令和７年度宇部市下水

道事業会計補正予算（第１回）の審査は終了いたしました。 

土木建設部の皆様、お疲れさまでした。 
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─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  次に、議案第１０４号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算

（第２回）を議題といたします。 

水道局の説明を求めます。 

執行部  それでは、議案第１０４号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）につい

て御説明をいたします。 

お手元の令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）を御覧ください。 

今回の補正は、人事院勧告等を踏まえ人件費を補正するとともに、サーバ仮想化基盤更改に伴

う債務負担行為を追加するものでございます。 

詳細につきましては、財務課長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

執行部  それでは、お手元の令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）について御説

明いたします。 

まず、補正予算書の３ページの第２条では、予算第２条に定めた業務の予定量、（４）の主要

な建設改良事業の一般建設改良事業を、１３０万８，０００円減額の１３億９，７５５万１，０

００円とするものです。 

次に、第３条では、予算第３条に定めた収益的収入及び支出について、人事院勧告等を踏まえ

た人件費の見直しを行ったことから、営業費用を増額し、また、消費税の納税額等を変更したこ

とから、営業外費用を増額するものです。これによりまして、第１款の水道事業費用を６，１７

７万５，０００円増額し、３７億４，６６０万７，０００円とするものです。 

次に、第４条では、予算第４条に定めた資本的収入及び支出について、人事院勧告等を踏まえ

た人件費の見直しに伴い、建設改良費を減額するものです。これによりまして、補正予算書の４

ページの第１款、資本的支出を１３０万８，０００円減額し、２０億４６１万円とするものです。 

第５条では、令和７年度宇部市水道事業会計予算書、これは当初予算ですが、こちらにお示し

しております予算第１０条を第１１条とし、第５条から第９条までを１条ずつ繰り下げて、第４

条の次に新たに第５条として債務負担行為を追加するものです。 

続きまして、第６条では、予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費の職員給与費を、６，０３９万３，０００円増額し、１１億９，７７３万７，０００円と

するものです。 

補正予算書の５ページから８ページまでは収益的支出の費目別詳細であります予算実施計画を、

補正予算書の９ページには資本的支出の費目別詳細であります予算実施計画を、補正予算書の１

０ページには予定キャッシュフロー計算書を、補正予算書の１１ページから１４ページまでは給

与費明細書を、補正予算書の１５ページの債務負担行為に関する調書では債務負担行為の事項、

限度額、期間及び財源を、補正予算書の１６ページ及び１７ページには今回の補正に伴う予定貸
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借対照表を、補正予算書の１８ページには注記に関する事項をお示ししています。 

その結果、補正予算書の１９ページの予算説明にお示ししていますように、収益的収支におき

まして、１，４２５万５，０００円の当年度純損失となる見込みです。 

また、資本的収支におきましては、収入額が支出額に不足する額は１５億７，２０８万４，０

００円となる見込みですが、これについては、損益勘定留保資金等で補塡することとしました。 

御説明は、以上となります。 

御審査をよろしくお願いいたします。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

質疑はありませんか。芥川分科員。 

分科員（芥川 貴久爾 君）  ちょっと教えてください。 

サーバ仮想化基盤更改についてと、これよく分からないのですけれども、よろしくお願いしま

す。 

執行部  お答えいたします。 

通常、料金システムや庁内ＬＡＮのサーバは、１つのそういうシステムを１つのサーバで動か

すものなのですけれども、仮想化というのは１つのサーバ上で複数のそういうシステムを同時に

動かすことです。 

以上です。 

分科員（芥川 貴久爾 君）  よく分かりましたと言いたいところですが、よく分からないの

ですけれども、そういう料金の収納システムについて、なぜそれをしなければいけないか、ちょ

っとよく分からなかったのですけれども。 

執行部  今回の更新につきましては、保守期間が令和８年７月で終わるということで更新させ

ていただくということになっております。 

分科員（芥川 貴久爾 君）  はい、分かりました。いいです。 

会 長（志賀 光法 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、質疑は終わりました。 

以上で、議案第１０４号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）の審査は終了いた

しました。 

水道局の皆様お疲れさまでした。ありがとうございました。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  次に、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４

回）の観光スポーツ文化部の担当部分を議題といたします。 

観光スポーツ文化部の説明を求めます。 
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執行部  それでは、補正予算の主な内容について説明いたします。 

担当課は観光交流課、ときわ公園企画課及びときわ公園整備課で、歳出の観光費、公園管理費、

博物館費及び土木施設現年災害復旧費、そして債務負担行為、また歳入の商工費寄附金、国庫支

出金及び市債の補正を行うものになります。 

内容につきましては、それぞれ歳出歳入の順に担当課長より説明いたします。 

よろしくお願いいたします。 

執行部  それでは観光交流課の補正予算について、補正予算参考資料により説明いたします。 

補正予算参考資料の１２ページを御覧ください。 

まず、歳出として、表の中段にあります、目、観光費、中心市街地まつり行事開催経費の補正

額８０万円の内容について説明いたします。 

これは、第７１回宇部市花火大会開催経費として、寄附金を受領することに伴い、宇部市花火

大会実行委員会への助成金として８０万円を増額補正するものです。 

次に、補正予算参考資料の４ページを御覧ください。 

歳入として、表の中段にあります、目、商工費寄附金、観光推進事業費寄附金の補正額８０万

円の内容について説明いたします。 

これは、先ほど説明いたしました花火大会開催経費に対する寄附金受領に伴い、収入見込額に

合わせて増額補正するものです。 

観光交流課の補正予算の概要説明は、以上です。 

執行部  それでは、ときわ公園企画課の補正予算について、補正予算参考資料で説明いたしま

す。 

補正予算参考資料の１２ページを御覧ください。 

表の１番下の段にあります、目、公園管理費、ときわ動物園管理運営経費の補正額６５７万５，

０００円の内容について御説明いたします。 

これは、施設等管理委託料のうち、動物園や駐車場などの管理を行うときわ動物園等管理運営

業務委託につきまして、受託者である公益財団法人宇部市ときわ動物園協会の人件費が人事院勧

告に基づいてベースアップされることに伴い、当初の所要額２億５，８４６万４，０００円から、

所要額見込額を２億６，５０３万９，０００円と見積り、６５７万５，０００円を増額補正する

ものです。 

次に、目、博物館費、博物館管理経費の補正額１６４万５，０００円の内容について御説明い

たします。 

これは、燃料費のうち、植物館における温度調整に必要となるボイラー用ローサルＡ重油が燃

料単価の上昇及び使用量の増加が見込まれることから、当初の所要額３，０９７万８，０００円

から、所要額見込額を３，２６２万３，０００円と見積り、１６４万５，０００円を増額補正す
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るものです。 

ときわ公園企画課の補正予算の概要説明は、以上です。 

執行部  続きまして、ときわ公園整備課です。よろしくお願いいたします。 

それでは、歳出について御説明をいたします。 

補正予算参考資料１３ページの表の１段目を御覧ください。 

目、公園管理費、ときわ公園管理経費の補正額１９０万円の内容について御説明をいたします。 

これは清掃委託料のうち、ときわ公園内の維持管理をする上で、支障木の伐採の増加が見込ま

れることから、１９０万円を増額補正するものです。 

続きまして表の２段目、目、土木施設現年災害復旧費、令和７年公園施設災害復旧事業費の補

正額２，３２６万２，０００円の内容について御説明をいたします。 

これは、令和７年８月の豪雨災害による被災箇所の復旧のため、公園施設等災害復旧工事費を

２，３２６万２，０００円増額補正するものです。 

次に、歳入について御説明いたします。 

補正予算参考資料４ページの表の１番下を御覧ください。 

目、国庫支出金、公共土木施設災害復旧費負担金の補正額１，１４５万円、目、市債、現年災

害復旧事業債の補正額５７０万円の内容について、御説明をいたします。 

これは、先ほど歳出で説明いたしました令和７年公園施設災害復旧事業費の財源となるもので、

収入見込額に合わせ、それぞれ増額補正するものです。 

次に、債務負担行為補正について御説明いたします。 

補正予算参考資料の２４ページの第２表、債務負担行為補正を御覧ください。表の下から４番

目です。 

これは、議案第１２３号宇部市ときわ公園障害福祉サービス事業所に係る指定管理者の指定の

件に要する指定管理料です。期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間としております。 

ときわ公園整備課の補正予算の概要説明は、以上です。 

御審査のほどよろしくお願いいたします。 

会 長（志賀 光法 君）  以上で、説明は終わりました。 

観光スポーツ文化部の担当部分について、質疑はありませんか。河崎分科員。 

分科員（河崎  運 君）  先ほどの支障木の伐採１９０万円が、伐採の費用だけで１９０万

円だろうと思って聞きますが、除去３本で１９０万円。この内訳を聞きたいのです。 

田舎にいると、切るだけであれば、１０万円も払えば十分１本切ってくれて、自分で燃やせる

からいいのですけれども、この焼却費用だとかの処分も含めてのこの金額なのだろうと思います

けれども、１本当たり６０万円もかかるというのがびっくりするので、内訳を教えてください。 

執行部  御説明いたします。 
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一応３本、どの木を切るというのはもう決めておりまして、まず、業者に見積りをいただいて

おります。その中で内訳としましては、まず木を切る作業費、それから処分費、それを全部含め

て見積りをいただいております。ですから、結構特殊な伐採になりますので、作業費とレッカー

と高所作業車等も必要な場所になってくるところでありますので、一応見積りとして３本１９０

万円、当初予算で５０万円あります。ですから、足して２４０万円にはなるのですが、それで一

応４本切る予定で予算を増額させていただいております。 

以上です。 

分科員（河崎  運 君）  ４本掛ける６０万円で２４０万円。１本６０万円は変わらないで

すね。 

はい、分かりました。 

会 長（志賀 光法 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

会 長（志賀 光法 君）  ないようですので、観光スポーツ文化部担当部分についてはこれ

で終わります。 

 以上で、議案９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）のうち、本分科会が担当す

る部分の審査は終了いたしました。 

観光スポーツ文化部の皆さん、お疲れさまでした。ありがとうございました。 

─────────────────────────────────────────── 

会 長（志賀 光法 君）  これで、本分科会の審査を全て終了いたしました。 

以上で、予算決算委員会産業建設分科会を散会いたします。 

─── 午後零時３２分散会 ─── 

─────────────────────────────────────────── 

 

  令和７年１２月１５日 
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予 算 決 算 委 員 会  後 期 全 体 会  会 議 録 

 

 

１ 日  時  令和７年１２月１９日（金） 

午前９時５９分から午前１０時１２分まで 

２ 場  所  議  場 

３ 事  件  （１）議案第９７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回） 

（２）議案第９８号 令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算 

（第２回） 

（３）議案第９９号 令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２回） 

（４）議案第１００号 令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２回） 

（５）議案第１０１号 令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予 

算（第１回） 

（６）議案第１０２号 令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算 

（第１回） 

（７）議案第１０３号 令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算 

（第１回） 

（８）議案第１０４号 令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回） 

４ 出席委員（２６名） 

委 員 長  猶   克 実 君   副委員長  岩 村   誠 君 

委  員  青 谷 和 彦 君   委  員  芥 川 貴久爾 君 

委  員  浅 田   徹 君   委  員  五十嵐 仁 美 君 

委  員  射 場 博 義 君   委  員  笠 井 泰 孝 君 

委  員  唐 津 正 一 君   委  員  河 崎   運 君 

委  員  甲 谷 理 温 君   委  員  木 原 大 介 君 

委  員  鴻 池 博 之 君   委  員  志 賀 光 法 君 

委  員  重 枝 尚 治 君   委  員  城 美   暁 君 

委  員  真 宅 宣 昭 君   委  員  時 田 洋 輔 君 

委  員  新 村 秀 雄 君   委  員  西 村 享 平 君 

委  員  林   豊 廣 君   委  員  早 野   敦 君 

委  員  松 岡 伸 一 君   委  員  三 好 保 雄 君 
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委  員  山 下 則 芳 君   委  員  吉 松   剛 君 

５ 欠席委員（１名） 

        委  員  荒 川 憲 幸 君 

６ その他の出席者（１名） 

        議  長  山 下 節 子 君 

７ 説明のため出席した者 

    総合政策部 

部    長  古 林   学 君    次    長  上 田 優 作 君 

財 政 課 長  入 江 慎 一 君 

    健康福祉部 

部    長  中 村 淳 一 君 

産業経済部 

部    長  林   孝 之 君 

土木建設部 

部    長  宗 野 行 展 君 

水道局 

水道事業管理者 秋 田 浩 二 君 

８ 事務局職員出席者 

局    長  谷   寛 子 君    次    長  岩 﨑   勝 君 

議事総務課長  重 村 一 郎 君    議事調査課副課長  橋 本 佳 子 君 

議事調査係長  木 村 美 紀 君    書    記  真 鍋 幸 恵 君 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午前９時５９分開議 ─── 

委員長（猶  克実 君）  ただいまから、予算決算委員会後期全体会を開きます。 

なお、荒川委員は、欠席の旨の届出がありました。 

次に、本委員会の傍聴についてですが、申込みはありません。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  初めに、後期全体会の審査日程（案）についてお諮りします。 

  本日の審査は、お手元の日程（案）に従って進めたいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

それでは、これより補正予算議案の審査に入ります。 
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審査は、各分科会に送付した議案に対する質疑の概要について、分科会ごとに会長報告及び会

長報告に対する質疑を行った後、補正予算議案に対する討論、表決を行います。 

なお、分科会会長報告は、演壇で行い、会長報告に対する質疑は、自席から行うものとします。 

では、議案第９７号から第１０４号までの８件を一括議題とします。 

まず、総務財政分科会の会長報告を求めます。 

時田総務財政分科会会長。 

総務財政分科会長（時田 洋輔 君）  去る１２月１２日の予算決算委員会前期全体会におい

て、総務財政分科会に送付されました議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４

回）中、本分科会担当部分について、１２月１５日に本分科会を開催し、慎重に審査を行いまし

た。 

審査の概要については、本席から特に御説明申し上げる事項はありません。 

 以上、総務財政分科会の報告を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、総務財政分科会の会長報告は終わりました。 

これより、総務財政分科会の会長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、総務財政分科会の会長報告に対する質疑を終

結します。 

次に、文教民生分科会の会長報告を求めます。 

城美文教民生分科会会長。 

文教民生分科会長（城美  暁 君）  去る１２月１２日の予算決算委員会前期全体会におい

て、文教民生分科会に送付されました議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４

回）中、本分科会担当部分、議案第９８号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第

２回）、議案第９９号令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）、議案第

１００号令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について、１２月１５日

に本分科会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その概要を御報告申し上げます。 

 それでは、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）中、本分科会担当部分

についてです。 

審査の過程でなされた主な質疑を申し上げます。 

まず、動物愛護対策経費について、１００万円増額補正した理由をただしたところ、これは飼

い主のいない猫の不妊・去勢手術等に要する補助金であり、申請件数の増加に伴うものである。 

なお、今後３か月間で１５０頭程度の申請を想定しており、自治会や個人から求められる件数

を賄えるものとの答弁がありました。 
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次に、子ども医療扶助経費について、６，６９４万３千円の増額理由をただしたところ、感染

症の流行に加え、子ども医療費助成制度の対象年齢の拡大による対象者の増加により、子ども医

療費が増加したとの答弁がありました。 

その他につきましては、本席から特に御報告申し上げる事項はありません。 

 以上、本分科会に送付されました案件に対する審査の概要を申し上げ、文教民生分科会の報告

を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、文教民生分科会の会長報告は終わりました。 

これより、文教民生分科会の会長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、文教民生分科会の会長報告に対する質疑を終

結します。 

次に、産業建設分科会の会長報告を求めます。 

志賀産業建設分科会会長。 

産業建設分科会長（志賀 光法 君）  去る１２月１２日の予算決算委員会前期全体会におい

て、産業建設分科会に送付されました議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４

回）中、本分科会担当部分、議案第１０１号令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予

算（第１回）、議案第１０２号令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回）、議

案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）、議案第１０４号令和７年度

宇部市水道事業会計補正予算（第２回）について、１２月１５日に本分科会を開催し、慎重に審

査を行いましたので、その概要を御報告申し上げます。 

 まず、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）中、本分科会担当部分につ

いてです。 

審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、幹線道路整備県事業負担金は、県が宇部管

内で実施する県道路整備単独事業に対して支出する県への負担金とのことだが、該当路線をただ

したところ、県道伊佐吉部山口線、県道西万倉山陽線、県道江汐公園線、県道宇部船木線、管内

一円単独街路の５路線であるとの答弁がありました。 

 続いて、議案第１０４号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）についてです。 

審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、サーバ仮想化基盤更改に伴う債務負担行為

の追加について理由をただしたところ、料金システムや庁内ＬＡＮなど複数のシステムを同時に

稼働することができる現在の仮想サーバの保守期間が、令和８年７月で終了するためとの答弁が

ありました。 

その他につきましては、本席から特に御報告申し上げる事項はありません。 
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 以上、本分科会に送付されました案件に対する審査の概要を申し上げ、産業建設分科会の報告

を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、産業建設分科会の会長報告は終わりました。 

これより、産業建設分科会の会長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、産業建設分科会の会長報告に対する質疑を終

結します。 

これより、討論、表決に入ります。 

まず、議案第９７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第４回）を議題とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

議案第９７号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第９７号は、可決されました。 

次に、議案第９８号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第２回）を議題としま

す。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

議案第９８号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第９８号は、可決されました。 

次に、議案第９９号令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）を議題と

します。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 
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 これより、採決します。 

議案第９９号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第９９号は、可決されました。 

次に、議案第１００号令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）を議題と

します。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

議案第１００号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第１００号は、可決されました。 

次に、議案第１０１号令和７年度宇部市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１回）を議題

とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第１０１号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第１０１号は、可決されました。 

次に、議案第１０２号令和７年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第１回）を議題とし

ます。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第１０２号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第１０２号は、可決されました。 

次に、議案第１０３号令和７年度宇部市下水道事業会計補正予算（第１回）を議題とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第１０３号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第１０３号は、可決されました。 

次に、議案第１０４号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第２回）を議題とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第１０４号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第１０４号は、可決されました。 

以上で、本委員会に付託されました補正予算議案８件の審査は終了しました。 

本委員会の委員長報告につきましては、正副委員長に御一任くださるようお願いします。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  これで、予算決算委員会後期全体会を散会します。 

─── 午前１０時１２分散会 ─── 
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予 算 決 算 委 員 会  後 期 全 体 会  会 議 録 

 

 

１ 日  時  令和７年１２月１９日（金） 

午後零時５８分から午後１時４２分まで 

２ 場  所  議  場 

３ 事  件  （１）議案第１２７号 令和７年度宇部市一般会計補正予算（第５回） 

（２）議案第１２８号 令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第３回） 

４ 出席委員（２５名） 

委 員 長  猶   克 実 君   副委員長  岩 村   誠 君 

委  員  青 谷 和 彦 君   委  員  芥 川 貴久爾 君 

委  員  浅 田   徹 君   委  員  五十嵐 仁 美 君 

委  員  射 場 博 義 君   委  員  笠 井 泰 孝 君 

委  員  唐 津 正 一 君   委  員  河 崎   運 君 

委  員  甲 谷 理 温 君   委  員  木 原 大 介 君 

委  員  鴻 池 博 之 君   委  員  重 枝 尚 治 君 

委  員  城 美   暁 君   委  員  真 宅 宣 昭 君 

委  員  時 田 洋 輔 君   委  員  新 村 秀 雄 君 

委  員  西 村 享 平 君   委  員  林   豊 廣 君 

委  員  早 野   敦 君   委  員  松 岡 伸 一 君 

委  員  三 好 保 雄 君   委  員  山 下 則 芳 君 

委  員  吉 松   剛 君 

５ 欠席委員（２名） 

        委  員  荒 川 憲 幸 君   委  員  志 賀 光 法 君 

６ その他の出席者（１名） 

        議  長  山 下 節 子 君 

７ 説明のため出席した者 

総務部 

部    長  大 畑 秀 幸 君    職 員 課 長  吉 岡   徹 君 

職員課副課長  棟 久 直 行 君 

総合政策部 

部    長  古 林   学 君    次    長  上 田 優 作 君 

財 政 課 長  入 江 慎 一 君    政策企画課長  正 司 優 子 君 
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政策企画課副課長  石 原 紀 子 君 

   健康福祉部 

部    長  中 村 淳 一 君    次    長  島 田 伸 弘 君 

次    長  内 田 明 美 君    介護保険課長  穂 積 紀 子 君 

介護保険課副課長  山 本 直 樹 君    地域医療対策室長  塚 本  加勺里 君 

地域医療対策室副室長  高 橋 智 宏 君 

こども未来部 

部    長  濱 田 修 二 君    次    長  上 村 圭 二 君 

こども政策課長  西 中 和 豊 君    こども政策課副課長  水 津 弘 幸 君 

こども政策課副課長  小 川 直 子 君 

産業経済部 

部    長  林   孝 之 君    次    長  村 岡 和 弘 君 

産業政策課長  野 村 康 雄 君    産業政策課副課長  上 田 梨 恵 君 

教育委員会 

部    長  濱 原 貴 宏 君    次    長  中 村 大 吾 君 

学校給食課長  岡 田 伊都子 君    学校給食課副課長  神 田 真 一 君 

水道局 

水道事業管理者  秋 田 浩 二 君    副 局 長  中 村 浩 二 君 

財 務 課 長  礒 部   覚 君    営 業 課 長  田 中 則 之 君 

８ 事務局職員出席者 

局    長  谷   寛 子 君    次    長  岩 﨑   勝 君 

議事総務課長  重 村 一 郎 君    議事調査課副課長  橋 本 佳 子 君 

議事調査係長  木 村 美 紀 君    書    記  高 木 徹 也 君 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午後零時５８分開議 ─── 

委員長（猶  克実 君）  ただいまから、予算決算委員会を開きます。 

なお、荒川委員と志賀委員は、欠席の旨の届出がありました。 

次に、本委員会の傍聴についてですが、現在、申込みはありません。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  初めに、審査方法及び日程（案）についてお諮りします。 

本日の審査方法を御説明します。 

まず、補正予算議案第１２７号及び第１２８号の概要説明をそれぞれ受けます。 

続いて、議案２件に対する質疑を行いますが、執行部の入替えが生じるため、分科会単位ごと
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に行うものとします。 

質疑は通告なしで行うものとし、質疑の回数も制限なしとします。 

その後、各補正予算議案に対する討論、表決を行います。 

この際、お諮りします。 

本日の審査は、ただいま御説明した審査方法及びお手元の日程（案）に従って進めたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

それでは、本委員会に付託されました補正予算議案第１２７号及び第１２８号の２件を一括議

題とします。 

各議案について、執行部から順次概要説明を求めます。 

まず、議案第１２７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第５回）について、概要説明を求

めます。 

古林総合政策部長。座ったままお願いします。 

執行部  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１２７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第５回）について、説明をさ

せていただきます。 

補正の内容といたしましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１３億２，３０９万１，０００

円を追加し、補正後をそれぞれ８３２億１，７４１万２，０００円にするものと、この歳入歳出

の補正に伴って、繰越明許費も第２条で補正を行っております。 

説明は、事前にお配りさせていただきました資料に沿って行いたいと思います。 

ファイル名としては一般会計補正予算（第５回）参考資料となっているかと思います。Ａ３の

横型のものでございます。 

お配りしている資料は、それと併せて、事業ごとのものをお配りしておりますが、私からは、

この参考資料と書いてあるファイル名、横長の部分で説明をさせていただきます。 

その表の一番下を見ていただきますと、先ほど申し上げました歳入歳出それぞれ１３億２，３

０９万１，０００円が補正の総額でございます。 

この中で、右側が歳出、左側が歳入になっておりますが、その１つ上、議会運営経費につきま

しては、議員期末手当８０万円を増額し、その調整として予備費を８０万円減額しております。

これで調整を図っております。 

その少し上、総合経済対策分小計とございます。ここが国の補正に伴って、このたび市で取り

組む総合経済対策分になります。 

左側の歳入が１３億３，３３５万５，０００円、右側の歳出が１３億２，３０９万１，０００
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円で、１，０２６万４，０００円の差がございます。 

これは２つ上のところに括弧書きで書いておりますが、第４回で補正した給食関係のものが、

歳出では第５回では登場いたしません。その分の差額となっております。また後ほど説明いたし

ます。総合経済対策分としては１３億３，３３５万５，０００円です。 

その１つ上を見ていただきますと、左側で、国の子育て応援手当事業費補助金を活用して、右

側で、物価高対応子育て応援手当支給事業となっております。こちらは、国の制度創設に伴って、

他の自治体と同様、速やかに行うものでございます。 

内容としては、児童手当受給者に対し、児童１人当たり２万円を手当てするというもので、補

正額は４億８，４１７万４，０００円を計上しております。 

その上、左側の歳入を見ていただきますと、８億４，９１８万１，０００円、これは、推奨分、

各自治体の裁量で行っていく交付金を活用して、このたび補正計上しております。 

この調整の段階で、１２月１７日に国から通知がございました。宇部市の交付限度額は１５億

２，７０４万４，０００円、約１５億３，０００万円が交付限度額と示されております。 

この中には、議会でも少しお話ししましたが、食料品の物価高騰対策の特別加算分約５億７，

９００万円も入っております。全て使えるのは約１５億３，０００万円で、このたびの第５回補

正では、先ほど申し上げました８億４，９１８万１，０００円を、まずは第１段階として活用し

て、市として物価高騰対策を進めていくこととしております。 

右側の歳出を上から説明したいと思います。 

まず、ナンバー１、水道基本料金減免事業について、総務財政分科会関係になるかと思います

が、こちらは令和８年１月・２月検針分の水道料金のうち基本料金部分を免除するものでござい

ます。補正予算額としては２億４７６万３，０００円です。 

次に、ナンバー２、介護人材確保対策事業について、文教民生分科会関係だと思いますが、こ

ちらは、介護サービス事業所を運営する法人に対し、人材確保のために要した経費を支援してい

くものでございます。補正予算額としては３，０００万円です。 

こちらは、申請期間が書いてありますが、次年度にまたがって、令和８年１月から行っていき

ますので、併せて繰越明許費でも予算計上しております。 

次にナンバー３、救急告示病院物価高騰対策支援事業について、これも文教民生分科会関係だ

と思いますが、概要としては、救急告示病院は市内に９病院ございますが、その経済的負担を軽

減し、地域の救急医療体制を維持、確保するために、補正予算額２億２５万４，０００円を計上

しております。 

ナンバー４、プレミアム付商品券事業について、何度か宇部市では行っておりますが、発行総

額は１１億２，０００万円、セット数１６万セット、プレミアム率４０％。これは販売価格とし

ては５，０００円、額面金額としては７，０００円で、差額の２，０００円がプレミアム分とな
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るという形で、２，０００円掛ける１６万セット分の３億２，０００万円がプレミアム分となり

ます。補正予算額としては４億３９０万円を計上しております。 

こちらも御承認いただければ、その後、手続・契約等に入ってまいりますが、申請の受付は、

今のところ４月からになるかと考えております。そのため、こちらも繰越明許費でも計上してお

ります。 

最後に、ナンバー５、おいしい給食応援事業（米飯代高騰分）とありますが、１，０２６万４，

０００円です。 

先ほどの一般会計補正予算（第４回）で、この米飯代の価格相当分は、賄材料費の追加で補正

予算を行っております。歳出は、第４回で行っておりますので、第５回では、この１，０２６万

４，０００円の補正は行いません。この１，０２６万４，０００円分について、先ほどの臨時交

付金を活用するという形でございます。そのため、先ほど少し差が出てくるというのは、そこの

ところでございます。１，０２６万４，０００円を一般財源で行うところが、交付金を活用する

という形になりましたから、この表の左側の一番下のほうで、財政調整基金繰入金１，０２６万

４，０００円を減らしております。ここで調整を行っている形です。 

今御説明しました全てで、初めに申し上げましたが、歳入歳出補正１３億２，３０９万１，０

００円、そして繰越明許費に、ナンバー２、ナンバー４、ナンバー６を計上させていただいたも

のが、第５回補正予算となっております。 

説明は以上です。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、議案第１２７号の概要説明は終わりました。 

次に、議案第１２８号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第３回）について、概要説明

を求めます。 

秋田水道事業管理者。 

執行部  それでは、議案第１２８号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第３回）につい

て御説明いたします。 

今回の補正は、先ほど一般会計でもございましたように、エネルギーや食料品価格等の物価高

騰の影響を受けた市民や事業者の経済的負担を軽減するため、水道料金の減免を実施し、これに

伴う収支を見直すものでございます。 

まず、３ページの第２条では、予算第３条に定めた収益的収入及び支出について、収入につい

ては、給水収益、水道料金になりますが、給水収益を減額し、及び一般会計補助金を増額し、支

出においては、検針お知らせ票の増加に伴う印刷製本費の増額及び消費税納税額を減額するもの

でございます。 

次に、第３条では、予算第９条に定めた他会計からの補助金を２億４７６万３，０００円増額

し、４億７，４５５万３，０００円とするものでございます。 
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以上の見直しによりまして、８ページの予算説明のとおり、第２回の補正と同じく１，４２５

万５，０００円の当年度純損失となる見込みでございます。 

以上で、令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第３回）の内容でございます。 

よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、議案第１２８号の概要説明は終わりました。 

これで、補正予算議案についての概要説明は終わりました。 

これより、補正予算議案に対する質疑を行います。 

質疑は、分科会単位ごとに行います。 

それでは、まず、議案第１２７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第５回）のうち、総務

財政分科会担当部分について質疑を行います。 

総務財政担当部分というのは、資料でいうと、ナンバー１の水道基本料金減免事業及び議会運

営経費についてです。 

質疑はありませんか。時田委員。 

委 員（時田 洋輔 君）  対象者は公的機関を除くとなっていますけれども、公共施設だけ

の管理かどうか分からないですけれども、公共施設を管理している指定管理者は対象になります

か。予定していますか。 

執行部  宇部市の施設で指定管理をしているところは一応対象外になっております。 

委員長（猶  克実 君）  時田委員、よろしいですか。はい。 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、総務財政分科会担当部分についての質疑は終

わりました。 

次に、議案第１２７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第５回）のうち、文教民生分科会

担当分について質疑を行います。 

文教民生分科会担当部分は、資料ナンバー２、介護人材確保対策事業、資料ナンバー３、救急

告示病院物価高騰対策支援事業、資料ナンバー５、おいしい給食応援事業（米飯代高騰分）、資

料ナンバー６、物価高対応子育て応援手当支給事業についてです。 

質疑はありませんか。西村委員。 

委 員（西村 享平 君）  資料ナンバー２の介護人材確保対策事業についての質問です。 

確認ですけれども、介護サービス事業所を運営する法人のみ対象という認識でいいですか。 

執行部  お答えします。 

介護事業サービス以外にも老人福祉法に基づくサービスの方も対象としております。 

以上です。 
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委 員（西村 享平 君）  老人福祉法のサービスを有するということは、例えば、運営する

法人に対してと書いてあるので、定款にそういうことが書いてあったら、対象ということなので

すか。 

執行部  お答えします。 

介護保険法に定めるといいますのが、例えば特別養護老人ホームやデイサービスですが、老人

福祉法に定めるといいますのが、軽費老人ホームやケアハウス、生活支援ハウス、また、有料老

人ホームを運営されている方ということを想定しています。 

以上です。 

委 員（西村 享平 君）  ありがとうございます。 

ということは、それ以外の例えば障害福祉事業所に対しては、この対策事業は除外という認識

ですか。 

執行部  そのとおりです。 

委 員（西村 享平 君）  今回、除外に至った理由があれば教えていただきたい。 

執行部  今回、医療介護のパッケージということで、特に介護事業者に対しての支援というこ

とがありましたので、こちらに絞って提案させていただいております。 

以上です。 

委 員（西村 享平 君）  分かりました、ありがとうございます。 

では、内容の確認ですが、こちらの３０人掛ける１００万円の３，０００万円、１法人３人ま

でという算出の根拠があれば教えてください。 

執行部  まず、補助上限が１人につき１００万円としているところですけれども、人材紹介会

社の手数料というのが、紹介された方の想定年収の１０％から３０％というのが相場となってお

ります。 

介護職の想定年収を平均で約３５０万円とした場合、３０％としまして、１００万円というと

ころが上限であろうかというふうに試算をしております。 

それから、１法人３人までといいますのが、人材紹介会社を利用されている法人というのも、

複数いらっしゃいますので、１人ではなくて３人まで、困ってらっしゃるところをぜひ支援した

いということで、１法人３人までということで設定させていただきました。 

それから、３０件ですけれども、現在、介護保険課で実施しております介護職等就職支援助成

金、これが１年間で大体２０件から２５件、新規の方を受け付けておりますので、こちらを参考

に算出しました。 

以上です。 

委 員（西村 享平 君）  ありがとうございます。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。五十嵐委員。 
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委 員（五十嵐 仁美 君）  今の続きですけれども、実際その対象法人というのはどのぐら

いあるのか数を教えてください。 

執行部  令和７年１１月２０日時点で、市内の介護に関係する法人は１４８法人です。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  人材紹介業者は宇部市内にどのぐらいあるのでしょうか。 

執行部  宇部市内だけではなくて全国にかなりあると思うのですけれども、厚生労働省が優良

の紹介会社と認めているところを対象の業者と指定しております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  雇用する際の経費となっているのですけれども、具体的にどの

ようなものなのか教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

まず、人材紹介会社のほうは紹介料というのを一式考えております。それからもう１つ、外国

人人材を雇用された場合ということも、２つ目として載せているのですけれども、こちらに関し

ては、紹介手数料のほかに海外への送り出し機関への手数料や渡航費用等々を入れております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  先ほどの質問の確認なのですけれども、その紹介手数料という

のは、相場的に見たら１００万円ぐらいが妥当というところで、こういう設定になっているので

しょうか。 

執行部  お答えします。 

採用される方の専門職の職種によって、また、常勤か非常勤かによって金額が違うということ

ですけれども、小規模事業者、法人の方をぜひ支援したいということで、常勤で約３５０万円と

想定した場合の１００万円というふうに設定させていただきました。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  そうなりますと、紹介手数料のみで、いろいろかかる経費とい

うのは、この場合には出ないということになるのでしょうか。 

執行部  そのとおりです。 

委員長（猶  克実 君）  よろしいですか。 

質問が終わるときは、これで終わりと言ってもらえたら。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  終わります。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。三好委員。 

委 員（三好 保雄 君）  今、御説明いただきました外国人の介護人材ということで、何人

ぐらいの方を見込んでおられますか。 

執行部  お答えいたします。 



 - 9 - 

実は全く想定がつかないような状況ですけれども、宇部市で行っております介護人材の就職助

成金では、外国人材の方が５人から１０人となっておりますので、その程度を見込んでおります。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。射場委員。 

委 員（射場 博義 君）  その下の救急告示の件ですが、今回この流れでいきますと、９病

院ということだったのですが、どういう形で先方にお伝えするのかという件と、実際に支援され

るまでの行程の流れ、タイムスケジュール的なものを説明いただければと思います。 

執行部  それでは、お答えさせていただきます。 

このたび救急告示病院を支援させていただくというところで、市民の命に直結する救急医療体

制の維持確保を最優先の課題として位置付けて、救急告示病院の支援を考えております。 

また、病院について、今回お知らせということですけれども、補正予算、議決されましたら、

病院には御連絡させていただきまして、今回、スケジュールということで、１月の中旬を目途に

しまして、対象の病院へは事業通知と申請受付を開始する予定にしております。 

そして、その後、速やかに審査等の手続きを進めていきまして、令和８年の２月上旬には、支

援金の支払いを行うということで目指して参ります。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

そしたら、今回の１床につき４万２，０００円ということなのですが、この辺の数字の根拠的

なものがもし分かればお願いします。 

執行部  まずは、救急医療体制を担っているというところの評価としまして、全病院の体制に

応じて、国が設定している賃金上昇に係る単価、これが８万４，０００円ですので、その２分の

１、半分ということで、２分の１を病床数に応じて支援をするということで決めております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

ありがとうございます。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。三好委員。 

委 員（三好 保雄 君）  項目は他のところでもいいのですか。５番とか。 

委員長（猶  克実 君）  ５番はオッケーです。 

委 員（三好 保雄 君）  ５番のところのおいしい給食応援事業のことについて、内容です。 

計算式が出ております。２２１円、米飯値上げ分。そして、４万３，０００kg、そして１．０８

というこの数字が出ている根拠、理由をお願いいたします。 

執行部  お答えいたします。 
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まず、２２１円が米飯価格の改定によって２２１円上昇したものでございます。４万３，００

０kg につきましては、１２月から３月までの米飯の使用見込みの量になります。１．０８は消

費税でございます。 

以上でございます。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。 

西村委員、先ほど手を挙げていたけれども。西村委員。 

委 員（西村 享平 君）  ２番について追加の質問があるので伺います。 

こちら１法人というところで法人対象にされていらっしゃいますけれども、法人と書いてある

ので法人なのでしょうけれども、代表者が複数の法人も立てていらっしゃる、そういうサービス

事業所とかもあるのですけれども、そういう法人に対して、ということですよね。グループとか

で法人を持たれて、その法人が全て対象だったらそれに全部出すという認識でよろしいですか。 

執行部  １法人で３人までということですので、事業所をたくさん持っておられたとしても、

法人の代表者１人に対しての３人ということです。 

以上です。 

委 員（西村 享平 君）  分かりました。ありがとうございます。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。松岡委員。 

委 員（松岡 伸一 君）  ３番の先ほどの救急告示病院のところで、支給金額の二次救急体

制加算が総額１億円となっているのですが、内訳は分かりますか。 

執行部  お答えいたします。 

内訳としましては、夜間・休日の救急搬送受入件数、二次救急当番日数といった客観的な指標

を用いて、そこで按分をいたしまして、より多く救急搬送を受け入れている、また、より多く当

番を担っていただいているという病院に、相応の支援が行き渡るように、支援をしていきたいと

思っております。 

以上です。 

委 員（松岡 伸一 君）  期間をある程度決めて、その回数ということでいいですか。 

執行部  お答えします。 

期間を決めて、計算していきます。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので、文教民生分科会担当部分についての質疑は終わりました。 

次に、議案第１２７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第５回）のうち産業建設分科会担
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当部分及び議案第１２８号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算について、質疑を行います。 

執行部の入替えがありますので、ちょっと待ってください。 

産業建設分科会担当部分は、資料ナンバー４、プレミアム付商品券事業についてです。 

質疑を行います。 

質疑はありませんか。五十嵐委員。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  この共通券、専用券が使える登録店舗数ですけれども、どのぐ

らいありまして、前回と比べて増えているのかを確認します。 

執行部  登録店の見込みですが、令和５年度約１，０００店舗の御協力をいただいていますの

で、今回も、同程度の御協力を見込んでおります。 

以上であります。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  商品券は紙なのかデジタルなのか、そのあたりも確認したいと

思います。 

執行部  このたびは令和５年度の実施をベースに今検討しておりまして、同様に、今紙での発

行を想定しております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  利用開始期間が大分遅いように思うのですけれども、早くする

ことはできなかったのでしょうか。 

執行部  この利用開始を今４月からとしておりますが、まず、年を明けまして、参加店舗の募

集を先にしっかりさせていただきまして、その後に、商品券の募集をかけたいというふうに思っ

ています。 

ただ、今から、今後、事業者の選定も含めて、早期に着手できるようには検討していきたいと

考えております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  店舗がそれぞれ預かった券を現金に変えるという、この手続が

非常に手間取って、それが嫌で、登録店舗に入らないというようなところもあるみたいですけれ

ども、その辺は何か改善はされているのでしょうか。 

執行部  そういった御意見もいただく中で今回の実施についてもそれも１つの研究課題といた

しまして、きちんと実施に向けて検討してまいりたいと思います。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  五十嵐委員、いいですか。 

ほかにありませんか。木原委員。 

委 員（木原 大介 君）  デジタルを導入しない理由があれば教えてほしいのですけれども。 

執行部  デジタルを導入しない理由ですけれども、まず、プレミアム付商品券のデジタル化に
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つきましては、効率化や不正防止、あとデータの活用などメリットがある一方で、まずスマート

フォンをお持ちでない方やデジタルに不慣れな方に対してのサポートが必要になってきます。 

それと、前回実施したときのアンケート調査によりますと、市民の方からは、やはり商品券の

使用が電子払いになった場合に利用はしたくないという意見が約５６％ございまして、特に御高

齢の７０歳以上の方からは８０％の回答率になっております。 

また、事業者アンケートにつきましても、同様の事業が再度行われる場合に、６０％の事業者

が紙の実施がよいというような回答はいただいているところです。 

そういったことも踏まえまして、今からこの事業者を選定する中で、デジタル化を含めて、事

業内容というのは研究していきたいと思っておりまして、それらを踏まえて総合的に判断したい

というふうに思っております。 

以上です。 

委 員（木原 大介 君）  １１億円なにがしの発行額に比べて、多分８，０００万円ぐらい

が経費かなと思っていたのですけれども、大体７％ぐらいなので、いい感じだと思うのですけれ

ども。これがデジタルの場合だと、１％、２％で済む。ペイペイもデジタルクーポンをやってい

るし、全額をデジタルにするのではなて、飲食店の閑散期は１月２月と言われているので、そこ

に、早くお金を投入するためには、すぐできるやり方を一部選ぶというのもありだと思うのです

けれども。 

その辺は、一般質問になってしまいますか、こういうのは。 

委員長（猶  克実 君）  そういうふうなやり方を今からできないかということですか。 

委 員（木原 大介 君）  そうです。 

執行部  繰返しになりますけれども、そういったことも踏まえまして、今後の事業者の選定の

中で研究していきたいと思います。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  よろしいですか。 

ほかにありませんか。射場委員。 

委 員（射場 博義 君）  １点だけ。 

住民個人当たり、いくらまで、獲得できる、確保できるか、教えていただければと思います。 

執行部  １人当たりの販売セット数の上限は、４セットというふうに定めております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  ありがとうございます。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。木原委員。 

委 員（木原 大介 君）  ４セットで定めているということはやり方をもう決めているとい

うことなので、今から検討しますというのとは違ってくるのではないのかなと思ったのですけれ
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ども。 

執行部  申し訳ございません。 

４セットと想定しております。言い換えさせていただきます。すみません。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。時田委員。 

委 員（時田 洋輔 君）  その受託業者は、いつ頃どんな方法で決定される予定ですか。 

執行部  受託業者の選定におきましては、まず、円滑にこの事業が実施できますように、これ

までのプレミアム商品券事業の実施経験の有無や実績も踏まえながら、早期の事業着手に向けて、

現在検討をしているというような状況でございます。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  そのプレミアム付商品券事業は全額繰越明許費になっていますけ

れども、令和７年度中に支払いが発生しないという予定ですか。 

事前に、はじまるまでに動いているとおっしゃいましたけれども、その辺の影響は、財政の関

係上、繰越しで大丈夫ですか。 

何か普通に考えたら、債務負担行為にするのかなと思ったりもしたのですけれども、ちょっと

確認です。 

執行部  今回のこのプレミアム付商品券事業は、全額繰越明許費で置いております。 

今、委員がおっしゃるように、令和７年度内の、契約のやり方によっては一部執行というのは

あるかもしれません。 

そうなった場合、最終的に繰越明許の金額の中で、結局、どれだけは繰越しをしていたかとい

うのは、これまた改めて計算報告という形で議会のほうにはお伝えする形になります。 

今、この中の金額の一部だけが令和 7年度で確実に支払われてという、分けることがどうして

も今できないから、この総額で、これは可能性があるという形で、御承認いただいて、この金額

の中で、令和７年度及び令和８年度でどれだけが執行されたかというのは、また改めて、御報告

をするような、そういった形になります。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。笠井委員。 

委 員（笠井 泰孝 君）  １人４枚というお答えなのですけれども、たしか一番初めのとき

は、プレミアム商品券が余ったかなと思うのですけれども、２回目のときは、逆に購入者が多く

て、足りなくなったということを聞いているのですけれども、今回１６万枚、同じ枚数で、多分

足りなくなると思うのですけれども、そのときに１人の個人の購入者が、何回も買うという、そ

のチェックというか、その辺のやり方は検討されていらっしゃるのでしょうか。 

執行部  今の御指摘のとおり、そういったことも踏まえまして、受託する事業者とよくその辺

をきっちり確認しながら、内容・手続等をしていけたらというふうに思います。 

以上です。 
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委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか。時田委員。 

委 員（時田 洋輔 君） 今のことに関して、意見・要望になるのですけれども、同じ話かも

しれないですけれども、要するに、３セット当たった人もいれば、ゼロセットだった方もいらっ

しゃって。３セット・ゼロセットではなくて、１セット・１セットとか、少なくとも応募した人

に、何て言ったらよいか、たくさんとゼロに、ならないようなやり方もちょっと考えていただけ

たらなという御意見です。 

委員長（猶  克実 君）  ほかにありませんか 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、産業建設分科会担当部分についての質疑は終

わりました。 

これより、討論、表決に入ります。 

まず、議案第１２７号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第５回）を議題とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

議案第１２７号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第１２７号は、可決されました。 

次に、議案第１２８号令和７年度宇部市水道事業会計補正予算（第３回）を議題とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第１２８号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第１２８号は、可決されました。 

以上で、本委員会に付託されました補正予算議案２件の審査は終了しました。 

これで、本委員会の日程は全部終了しました。 

本委員会の委員長報告につきましては、正副委員長に御一任くださるようお願いします。 

─────────────────────────────────────────── 
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委員長（猶  克実 君）  これで、予算決算委員会を散会します。 

─── 午後１時４２分散会 ─── 

 


